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令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ４ 日
体育・保健体育、健康、安全WG（第９回）
資 料

体育・保健体育の

指導と評価の改善・充実について
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本日の議論について

１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について

 ・ 余白を創出し教師の一層の創意工夫を促す学習内容の検討等について

・ デジタル学習基盤の更なる活用について

・ 調整授業時数制度等を踏まえた指導の工夫等について

２．次期学習指導要領を活用した指導と評価のイメージ

 ・ 「高次の資質・能力」等を活かした指導と評価の改善・単元計画づくり
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１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
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（１）余白を創出し教師の一層の創意工夫を促す学習内容の検討等について

・ 総則・評価特別部会においては、各教科等WGにおいて個別の資質・能力の検討を行う際の方向性として、以下が示されている。

・ また、「論点整理（令和7年9月）」において、今般の構造化の趣旨を踏まえて、教科書の内容について「統合的な理解」「総合的な発揮」
をつかみ取りやすくなるものに精選していくことが必要であるとされた一方で、教科書会社からは、そうした「高次の資質・能力」をつかみ取りやす
い教科書が具体的にどのようなものかイメージが湧きにくいという声もあり、総則・評価特別部会において、以下の方向性が示されている。

⇒ こうしたことを踏まえ、期待される資質・能力の着実な育成を行いつつ、教育課程の実施に伴う過度な負担を生じにくくし、教師と子供の双
方の余白を創出し、そうした余白を前提とした教師の創意工夫を一層促すことが期待される学習内容や教科書等について、体育・保健体
育の教科の性質やこれまでの議論等を踏まえつつ、ワーキンググループとして考え方等を整理・検討することとしてはどうか。

（２）デジタル学習基盤の更なる活用について

⇒ 体育・保健体育の学習の一層の充実を実現する観点から、デジタル学習基盤を含めたツールの活用について検討を深めてはどうか。

（３）調整授業時数制度等を活用した学習指導の工夫等について

⇒ 「論点整理」で示された、標準授業時数の弾力化を可能とする「調整授業時数制度」等を活用した学習指導の工夫等について検討を
深めることで、体育・保健体育における一層の深い学びの実現や多様な子供たちを包摂できる教育課程の実現が期待できないか。

（４）活動場所や指導体制等の環境整備について

⇒ 第８回（３月２７日）ワーキンググループにおいて議論

補足説明資料（P.４）

補足説明資料（P.５～７）

補足説明資料（P.８～１０）

指導と評価の改善・充実に関して、「論点整理（令和７年９月）」で示された、①深い学びの実装、②多様性の包摂、③実現可能性の確
保の観点を踏まえつつ、以下の各要素から更に検討してはどうか。

各教科等WGにおいて、整理した「高次の資質・能力」に基づき、より豊かな学習活動に繋がり、かつ、系統性等を損なわない範囲で、精選が可能
な対象を慎重に特定しつつ、個別の資質・能力の整理を検討する。その際、表形式での示し方、「高次の資質・能力」の獲得に向けて「主体的・対話
的で深い学び」の実現を図るための余白が⼗分にあるかといった視点からも検討する。

各教科等WGにおいて、高次の資質・能力をつかみやすい当該教科等の教科書の在り方について、内容の精選の在り方も含めて検討を行う。



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
＝（１）余白を創出し教師の一層の創意工夫を促す学習内容の検討等について＝
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１．多様性の包摂や一層の深い学びの実現に資するための余白を創出する学習内容の検討等について

● 現行の学習指導要領において、学習内容として「○○（運動）では、XXをする」というように、具体的な運動等を限定的に示しているとも読み取れる部分がある。

「○○（運動）」は、それぞれの運動領域において、ねらいとする資質・能力を育むための媒介として示されているものであるが、実際の指導において「○○（運動）をす

る」ということが意識されがちとなり、教師・子供双方の負担となったり、活動を通してどのような学習を実現しようとしているのかといった視点が持ちづらくなったりし、児童生徒

の内発的動機付けに基づく豊かな活動機会を確保したり、多様性を包摂する授業を実施したりすることに難しさが生じている面があるのではないか。

● 体育における運動・スポーツを通した学習は、特定の種目等に係る力（競技力等）を育てることを目的としているのではなく、児童生徒が運動等に取り組む中で試行

錯誤したり目標を達成したりしながら、発達の段階に応じた「動き」「運動の行い方」「運動との関わり方」等を学ぶとともに、運動・スポーツの楽しさや喜びを味わったりするこ

とがその趣旨と考えられる。こうした趣旨をより明確化し、どのような資質・能力を育てることを狙っているのかを的確にとらえたうえで、余白を創出しつつ全ての子供たちの深

い学びにつながる指導と評価を一層充実させていくために、学習指導要領においては、例えば、神経系が完成に近づく時期である小１～４（運動の基礎を培う時期）

においては、「高次の資質・能力」を踏まえ、どのような「動き」を意図しているのか等を軸として、幼児教育段階との接続にも留意のうえ、身に付ける資質・能力分かりやすく

示す方向で検討することとしてはどうか。また、小５以降においては、多くの領域の運動を経験したりスポーツを豊かに経験する段階である趣旨を踏まえ、活動のバリエーショ

ンがかえって狭まることのないように⼗分に留意したうえで、運動や種目の示し方を柔軟にすることも視野に入れ、余白の創出や教師の創意工夫に最大限資する観点から

慎重に検討することとしてはどうか。

● 一方で、具体的な活動等を必ずしも限定的に示さないことによって現場における指導のイメージがわきづらくなることを避けるため、どのような活動等を通して指導すること

が考えられるかについては、指導参考資料を活用することも視野に入れつつ、現場の創意工夫を妨げない範囲で分かりやすく示すこととしてはどうか。

補足説明資料

● 体育と保健の指導事項で共通性が高い部分（例：中１保健「心の健康」で、ストレスへの対処法の一つとして運動が示されている。また、中２体育理論「運動やス

ポーツの効果」では、ストレス解消も含めて運動・スポーツが心身等に及ぼす影響が取り扱われている）や、学習指導要領や解説で示す以上に教科書等で繰り返し丁

寧に示されている部分（例：健康には、運動・食事・休養及び睡眠が関係していること）などについては、系統性の観点を踏まえ、当該段階でどのような資質・能力を

育てることを目指しているかについて「高次の資質・能力」を踏まえ慎重に検討を行い、現場の指導における余白の創出や、そうした余白の活用による児童生徒の深い学

びの実現に資する改善につなげることとしてはどうか。

● 各運動領域の学習は、２年間のうちに計画的に学ぶことが基本（例：中学校１～２年生の「ボール運動」は、２年間のうちに、「ゴール型」「ネット型」「ベースボール

型」について計画的に学ぶこと）となっている。子供たちの実態等を踏まえつつ、より意図的・計画的な指導計画を立てることを促すため、学習指導要領の構造化を図る

中で２年間で計画的に学ぶ内容を一層分かりやすく示すとともに、国において指導計画の例等を示す際にも、指導計画づくりにおける工夫についても積極的に発信するこ

ととしてはどうか。

２．計画的な学習指導の一層の実質化について

３．体育と保健の一層の関連を図った指導の充実及び教科書のあり方等について

（※「高次の資質・能力」については、教育課程企画特別部会で示された検討の方向性や今回の議論も踏まえ、更に検討を進める想定）



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
＝（２）デジタル学習基盤の更なる活用について＝
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補足説明資料

● 動きや技等の見本を動画等で確認する

（例）児童生徒がいつでもどこでも見本の「動き」等を活動者の目線で確認できる動画を視聴

● ウェブ会議システムを用い、双方向性のある活動を実施

（例）専門家や他の児童生徒集団等とオンラインで接続した授業を実施

● 動き等について画像・動画を撮影し、自身の振り返りや試行錯誤、児童生徒同士の助言や

更なる学習活動等に活用

（例）マット運動で、児童が自身の動きを動画で客観視、技の完成度を高めるのに活用

（例）ボール運動（ゴール型）で、チームの動きを動画で確認、次のゲームでの戦略の検討に活用

● 児童生徒が学習の状況等を記録・共有したり、それを用いた振り返り・交流等に活用

（例）長距離走で、トラックを周回するラップタイムを記録、データを用いてタイムを縮める方策を考え実施

（例）保健の学習で、各自が学んだ概念を自身の生活と結び付けた例を端末で入力し、リアルタイムで

学級全体で共有したうえで、更なる学習活動を展開

（例）ウェアラブル端末等から得られた運動の際の自身の状況に関するデータを分析

● 児童生徒が学習の状況等をまとめ、プレゼンテーション等を行うことに活用

（例）保健「傷害の防止」で、地域の事故が多い箇所をクラウド上で共同でプロット、その情報を基に要

因や事故を減らす方法等を整理しプレゼンテーションを実施

● VR技術・アプリ・生成AIその他デジタル技術を活用した異なる視点・経験の活用

（例）VR技術によるプレーイメージの明確化、生成AIとのやり取りによる対話型の振り返り

（例）トレーニング支援アプリにより動きの一致率等を判定、データを基にアドバイスし合う

（例）デジタル技術を活用して簡易化した競技スポーツを経験、新たな楽しみを味わう

● 概念等の理解の支援、理解の深化

● 専門家等活用の可能性の拡大

● 学校内や単一学級等にとどまらない学習活動の広がりや様々な学

びへのアクセスを保障

● 学習状況・思考過程・感覚等の可視化

● 児童生徒同士の対話の促進、学習活動の効率化・深化

● 児童生徒の興味・関心の増加、多様な楽しみ方の可能性の拡大

● 学習活動や指導と評価の効率化

子供たちの主体的・対話的
で深い学びを支える

教師の効率的・効果的な
指導や評価等を支える

● 機器操作等が目的化しないことへの留意

● 児童生徒の身体活動時間の確保への留意

● 児童生徒の機器等の活用しやすさへの配慮

● 個人情報等への適切な配慮

現在の活用事例など 期待される効果等

留意が必要と考えられること

子供たちの状況等を踏まえた
学習活動の確保に⼗分留意

学びを支える「手段」として
「目的」を踏まえ効果的に活用



令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要

６

体育・保健体育の授業におけるICTの活用頻度

体育/保健体育の授業でICTを活用している場合、どのように活用していますか。（複数回答可）

１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
＝（２）デジタル学習基盤の更なる活用について＝（参考データ）

補足説明資料
（参考データ）

（スポーツ庁「令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果）



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
＝（２）デジタル学習基盤の更なる活用について＝（参考データ）
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補足説明資料
（参考データ）

（スポーツ庁「児童生徒の１人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集（令和４年３月）」）

ICTを活用したことがある体育・保健体育授業の領域（複数回答可） ※回答期間：2021年10月7日～11月7日



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
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補足説明資料

調整授業時数制度の仕組みの方向性（イメージ）

教科D 教科E

教科DE’

既存教科の内容の組み替え
※教科DとEの内容を扱う

・ 標準授業時数が35コマ以下の教科等は調整
が可能な教科等（標準を下回って時数を設定
してよい教科等）の対象外

・ 「総合的な学習の時間」も調整の対象
・ 調整後の時数は35コマ以上とする

( )児童生徒の
資質・能力の育成に
特に資する教育活動

( )教師の
組織的な

研究・研修等

教科C

新教科
（学校が必要に応じて設定）

③「裁量的な時間」に充当②教科の新設
※教科B・Cと異なる内容を扱う

教科A

①既存教科等に
上乗せ

調整授業時数

調整授業時数
２

３

教科B
標準を下回って設定可能な時数幅の上限は、
時数調整対象の教科等の１割以上で検討

４

５

現在の授業時数特例校・教育課程特例校
制度は調整授業時数制度に統合し、各学
校の判断により実施可能とする

１
現行の教育課程特例校で認められる特例

年間を通じて複数の取組を計画
的に実施しうる上限を設定

年間を通じて計画的に
実施しうる上限を設定

調整授業時数

調整後も
最低

35コマ確保

既存教科等への上乗せ 学習枠 研究・研修等枠

要件

上限

各教科等の内容に該当しない、もしくはいずれか一つの
教科等に当てはめるのが困難な学習活動であること

等の要件を設定

①個に応じた学習過程の充実に資する取組
②学習の素地を高める取組
③関係性の質を高め、学習の一層の円滑化に特に資する

取組
④その他地域等の特色を生かした取組

年間を通じて複数の類型に属する取組を実施することも
想定し、適切な上限を検討

類型

要件

上限

学校教育目標・教育課程編成に係る基本方針・年間指導計画等に
基づく組織的・計画的な取組であること 等の要件を設定

①質の高い授業を効果的に実施するための教材研究・授業研究
②教師の資質・能力の向上を図るための学校・教育委員会が企画する研修
③児童生徒理解の向上など、学習・指導上の課題解決に資する情報共

有・協議
④学校と地域の連携体制の確保

「学習枠」の上限の内数として設定。年間を通じて計画的
に実施することも想定し、適切な上限を検討

類型

1割以上
の方向

新設教科

要件
裁量的な時間（学習枠）の要件
に加え、新設教科の目標、育成す
る資質・能力、学習評価の方法が
体系的・系統的に整理されている
こと 等の要件を設定

上限

調整授業時数の中で活用可能な時数の上限を設定せず、
調整授業時数として生み出した時数のうち、「裁量的な時
間」として活用する時数を除いた時数で実施可能

補足イメージ③

生み出した調整授業時数の全体から、③「裁量的
な時間」に活用する時間を除いた時数で実施可能

要件

なし
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令 和 ８ 年 １ 月 1 ９ 日
教 育 課 程 部 会
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
「 資 料 １ 」 よ り



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
＝（３）調整授業時数制度等を活用した学習指導の工夫等について＝

9

補足説明資料

高等学校の教育課程の柔軟化の仕組みの方向性（イメージ） 補足イメージ③

25

必履修
選択 学校設定

１単位
（35単位時間の学習）

これらの仕組みの不適切な運用を
防ぎ、国・都道府県等・各学校が
必要に応じて改善を図り、質を確保
できるようそれぞれの役割を整理
（補足イメージ②参照）

６
• 「一定の限度の下で減単可」という考え方が基本

• 現在減単できない標準が２単位の必履修科目
についても、１新単位の範囲内で減単を認める

• 各必履修「教科」に係る科目の履修単位数の合
計が３新単位以下となる減単は不可

(公共、芸術（音楽Ⅰor美術Ⅰor工芸Ⅰor書道Ⅰ）、
情報Ⅰ、家庭基礎)

３
減単の考え方

①社会的信頼性が確立した外部試験により、免除科
目の知識・技能の習得が概ね判断可能

②振替科目等の履修により、免除科目の資質・能力
を発展的に育成可能で、総合的な代替性がある

③ 生徒の実態・希望を踏まえ、資質・能力の育成に
大きく上回る成果が期待できる

４
科目の履修免除の要件のポイント 履修免除の対象科目

• 外国語・数学を対象に制度運用を
開始していくことを念頭に検討

• 具体的な外部試験の種類や、履
修免除に必要な級の水準等につい
ては、外国語WG及び算数・数学
WGにおいて議論

２
50分×17コマで
１単位を標準
（新しい算定による単

位を便宜的に「新単
位」という）

１単位の計算

標準を示さない
（現在週当たり30コマが標準）

①元の教科・科目の目標の趣旨を損
なわない

②教育課程全体として、組み替え前と
同様の成果が期待される

③ カリキュラム・ポリシーとの関連で、
変更の趣旨・内容を公表し、生徒・
保護者等に説明する

１
組み替えの要件のポイント

• 従前同様、生徒の実態を踏まえ特に
必要な場合は「基礎的・基本的な」事
項に重点を置くなど内容を選択して扱
うことが可能

• その上で、「発展的・探究的な」事項に
重点を置いた選択的な取り扱いも可
能とする

科目の内容の取扱い

302928……３２１ コマ

（週当たり授業コマ数）

コマ

卒業単位に含められる学校設定科目の
単位数上限について
普通科 ⇒ 28単位
その他普通教育を主とする学科⇒36単位
に増加させることの適否を検討

学校設定教科・科目の
単位数の上限

週当たり授業時数１新単位
（17単位時間の学習） 必履修

科目G

学校設定選択
組替え後
科目

組替え後
科目

科目E 科目F

免除・振替

週当たり授業時数の標準は示さない

必要な改善
・質確保のための仕組み

科目B 減単科目A

科目G科目E 科目F

科目A 減単 減単 減単科目B

科目C

柔軟な組み替えを可能に

• 「各科目内容の一部または全
部について他科目への移行・
統合」し、科目の柔軟な組み
替えを可能に

（具体例）
・理科の基礎系科目を統合
・国語科と探究を組み合わせ
・数学Ⅰと学び直しの学校設定
科目を組み合わせ 等

５

令 和 ８ 年 ２ 月 1 ９ 日
教 育 課 程 部 会
総 則 ・ 評 価 特 別 部 会
「 資 料 ２ 」 よ り



１．指導と評価の改善・充実に関係する各要素について
＝（３）調整授業時数制度等を活用した学習指導の工夫等について＝
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補足説明資料

● 運動・スポーツの多様な楽しみ方や多様性の包摂の観点を踏まえた学習を一層深められる取組

イメージ：【小中高】 従来からよく見聞きするスポーツ以外にも視野を広げ、年齢や障害の有無等を超えて楽しむことを重視して考えられた新しいスポーツや、最新のテクノロジー

等を活用して、様々な立場や状況を超えて楽しめるスポーツに挑戦してみることを通して、スポーツの楽しみ方の視野を広げ、自他にとっての運動・スポーツの価値等を

考えたりする授業

● 外部の専門家や機関等と連携し、運動・スポーツ・健康・安全等について専門的知見等を踏まえて深掘りする取組

イメージ：【小中高】 自治体の防災部局等と連携し、災害発生の仕組みや、災害発生に係る事前・直後・事後の対応の具体から、個人・社会の両面からの安全対策につい

て理解を深め、人々が健康で安全に生活できる社会づくりに関する取組について多角的な検討を深め、交流する授業

● 実社会等との接続を意識した、体育・保健体育の学習をより探究的に深め交流し合う取組

イメージ：【中高】 知見を有するトレーナー等と連携し、生徒の運動・スポーツの実施について科学的にモニタリング。そのデータ分析に基づいて、よりよい運動・スポーツの実施等

を目指すことを通して、感覚的な理解にとどまらない手法を用いることで運動・スポーツが充実することや、知見に基づいた取組によって安全面にも留意できること等を幅

広く学び、運動・スポーツを支える視点も含めた学びを深める授業

● 地域の特色や地域の人材等を活かした取組

イメージ：【小中高】 地域の自然環境を活かした屋外型の運動・スポーツに挑戦したり、運動・スポーツ施設の利用を通して、地域の自然や社会に関する環境を肌で感じなが

ら、そうした資源と運動・スポーツ等の実施・発展に関わりがあること等を学び、運動・スポーツの捉え方の視野が一層広がる授業

イメージ：【小中高】 地域の保健部局等と連携し、当該地域における健康課題のデータやそこから得られる特色等を踏まえ、地域における健康課題への対応等を考える授業

● 体育と保健との密接な関連をもたせた取組

イメージ：【小中高】 保健分野「心の健康」の学習で、ストレスへの対処法としてリラクセーションの方法等を取り上げる際、体育分野「体つくり運動」の体ほぐしの運動で行った運

動などを参考に自分に合った運動を実際に試しながら考えるなど、体育と保健との一層の関連を図る授業

活用のイメージ・方向性等

留意が必要と考えられること

● 発展的な内容の取扱いに当たっては、当然ながら発展的な内容を取り扱うこと自体を目的とするのではなく、児童生徒の興味・関心や様々な状況を⼗分に踏まえつ

つ、児童生徒の一層豊かな活動機会を確保し、活動を通して学びが一層深まることに⼗分留意することが必要ではないか。その際、カリキュラム・マネジメントの視点を

踏まえ、他教科における学習内容との重複も含めた関わりにも留意が必要ではないか。

● こうした更なる学習の広がり・深まりを考える上では、教科の「見方・考え方」や関係する「高次の資質・能力」を検討に活かすことが有効ではないか。

③裁量的な時間

①既存教科等に上乗せ

③裁量的な時間①既存教科等に上乗せ

①既存教科等に上乗せ

①既存教科等に上乗せ
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２．次期学習指導要領を活用した指導と評価のイメージ
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＜イメージ１（保健）＞ 心の健康（小学校 第５学年）

【総合的な発揮（思・判・表）】 心をよりよく発達させたり、不安や悩
みに対処したりする方法を考え、身近な生活に適用する

◆「高次の資質・能力」から、「心の
健康」の学習に関して、深い学びを
実現する学習過程のイメージを
つかみやすい！

心
の
発
達

心
と
体
と
の

密
接
な
関
係 不

安
や
悩
み
へ
の

対
処

＜課題や情報を、自分ごととして捉える＞
児童が、健康や安全に関する課題を見付けたり、
解決を目指す学習をイメージしたりして、学習内
容を自分ごととして捉える

◆「内容の構造化」や「高次の資質・能力」
により、学習する内容項目（例）やそれに
関連する資質・能力が分かりやすいので、
評価機会や観点も設定しやすい！

＜課題の解決に向けた学習②＞
例えば、クラウドを活用して互いの考えを共有することをきっかけに、
自分が考えた心の健康に関する対処の方法が適切なのかどうか
を見つめ直すことなどによって、思考を再構築する

〇〇な場合
は相談すべ
きかな？

△△な時は
呼吸法で

気分転換！

日常生活に生きる
柔軟で持続的な資質・能力の育成

学習や生
活経験など
が心の発達
に関係して
いるんだね

不安や悩みへの対処
の仕方が分かったし、
状況に応じて自分に
合った対処方法を選

べそうだよ

２．次期学習指導要領を活用した指導と評価のイメージ
＝「高次の資質・能力」等を活かした指導と評価の改善＝

（主な内容）「心の健康に関わる課題の発見」 「よりよい心の発達や心と体
の関わりについて考えること」 「不安や悩みへの対処方法を考えること」

【統合的な理解（知・技）】 心の発達、心と体との密接な関係、不
安や悩みへの対処は心の健康に関係性があり、健康全体にも関わる
ことを理解する

＜課題の解決に向けた学習①＞
課題の解決に向けて、着目すべき概念やそれに関わる原則を拠り
所として、具体的な解決方法等を自己決定しながら考える

（主な内容）「心の発達」「心と体との密接な関係」「不安や悩みへの対処」

1年生の時の「心」
って…？今は…？
これからよりよく発
達させていくには？

心は年齢に
ともなって発
達していくん

だね

心の発達には
生活経験など
が重要なんだ

経験を積んでいくと
不安や悩みが起こ
ることもあるんだ。も
し、自分も悩みを

抱えたら、どのように
対処しようかな？

色々な対
処の方法
を理解し
ておこう

呼吸法を実
際にやってみ
たら心がスッ
キリしたよ！

高次の資質・能力

教師の視点 教師の視点

学習活動

学習活動

学習活動

学習を始めよう

（知・技）

（知・技）

（知・技）
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＜イメージ２（体育）＞ ボール運動（仮称）ネット型：バレーボール（中学校１～２年生）

２．次期学習指導要領を活用した指導と評価のイメージ
＝「高次の資質・能力」等を活かした指導と評価の改善＝

ボール操作の行い方

基本的な知識や動きを習得しつつ、攻防を楽
しむ中で学びが深まっていくことがポイントだな。
安心して取り組めることが重要なので、柔らか
いボールを用いて活動を展開してみようかな。

作戦、戦術

アンダーハンドパス

空いた場所にボールを返す
定位置に戻る動き

公正、協力、共生、健康・安全 等

◆「高次の資質・能力」から、「ボール運動」の学習に関して、断片的な知識・技能の習得にとど
まらず、どのように課題をとらえながら学びが深まっていくのか、大きなイメージをつかみ、そのイメージ
をもとに、全ての子供たちが取り組める環境づくりを考え、仕掛けを用意していく。

豊かなスポーツライフの実現にもつながる
実生活に生きる資質・能力の育成

安心してゲームに参加する中で、少
しずつできることが増えてきて楽しく
なってきた。更にゲームが充実したら
もっともっと楽しくなりそうだ。

みんなで更にゲームを
楽しむためにはどうし
たらいいかな？ゲーム
の特性はどんなところ
にあるかな？
いろいろな視点から
考えて挑戦してみよう。

＜全ての生徒が学習の媒介
となる運動に参加する＞
運動能力の差等に関わらず
簡易なゲーム等を通して安心
してバレーボールに取り組み、
基本となる知識や技能を習
得していく。

＜ゲームを通して課題解決に向けて取り組む＞
楽しくゲームに参加する中で、更にゲームが充実するため
に必要なこと等を考え、仲間と協働しながらその課題の解
決に向けて試行錯誤する。そうしたプロセスの中で、知識・
技能も更に深まっていく。

作戦を選ぶためには
データをとって話し合っ
たらどうかな？

【総合的な発揮（思・判・表）】
ゲームの特性等から、自他がボール運動の楽しさや喜びを味わうため

に必要なことを考え、仲間と協働しながら練習方法や作戦、攻防の展
開を工夫する

（主な内容）「ネット型の攻防を通して課題を発見し合理的に解決できるよう
に工夫する」

【統合的な理解（知・技）】
ゲームの特性等に応じて、自身の動きやボール等に関する操作及び

仲間と連携した動きで、攻防を展開し、勝敗を競うことにより、自他が
一層楽しさや喜び味わうことができることを理解する

（主な内容）「ネット型での攻防の仕方」

高次の資質・能力

運動等の特性等から、自他が運動の楽しさや喜びを味わうために必
要なことを考え、自らの運動や仲間との関わり方などを工夫する

運動等の特性等に応じて、公正、協力、責任、参画、共生、健康・
安全といった概念を踏まえて必要な行動をとることで、自他が自らの人
生において運動に豊かに親しむことができることを理解する

学習を始めよう 教師の視点

学習活動

（知・技）

学習活動

基本的
な操作で
不安があ
るから練
習方法を
工夫した
いな。

ネットの高さを変えてゲー
ムしてみるのはどうかな？

フェアプ
レーや安
全面に気
を配ってい
る姿、素
敵だね。
仲間の良
いところを
見つけて
積極的に
声をかけ
よう。

（イメージ）



「高次の資質・能力」等を活かした単元計画づくりの参考イメージ（中学校体育分野）

２学期に実施する第１学年のバレーボールの指導計画を考
えよう。ボール操作の練習をたくさんすれば技能を身につける
ことはできるけど、それだけでは資質・能力をバランスよく育成
することができないだろうな。そもそも、ボール運動の学習内容
は本質的にどういう資質・能力を育てたいんだっけ？

まず、学習指導要領を確認してみよう。

目標

見方・考え方

バレーボールは技術の差があり運動が苦手な生徒にとっては難しい種目という面があるか
ら工夫が必要だな。「高次の資質・能力」を踏まえて、深い学びが実現できるようにイメー
ジしながら単元計画を考えよう。

この単元では攻防を展開して、バレーボールの楽しさや喜びを味わうことができるようにす
ることが重要だから、柔らかいボールを使用したりネットの高さを工夫したりゲームを簡易
化したりして、運動が苦手な生徒も楽しさや喜びを味わうことができるようにしよう。

それに、簡易化したゲームだと学習課題を追求しやすいので、課題の解決に向けた学習
過程を充実することができるようになるな。

技能ばかりに偏るのではなく、「運動との関わり方」も含めて知識もバランスよく理解できる
ようにすることが重要だな。行動の仕方などの具体的な知識だけでなく、行う意義などの
汎用的な知識も関連させて指導するようにしよう。それから、思・判・表の指導とも関連
を図ることで、生徒の学びが深まることが期待できるな。

２時間目に簡易ゲームを通して課題を発見できる機会を確保しよう。そうすれば、その
後の基本的なボール操作とラリー継続の練習の意味を理解することにもつながるな。
６時間目の簡易ゲームでフェアなプレイを守ることについて指導しよう。
７時間目と８時間目では、簡易ゲームで確認した課題をグループで解決する活動を設
定して、最後にリーグ戦を２時間確保すると授業時数は合計で10時間になるかな。

安全確保に関する知識はその後の学習活動にも関わる内容だから、単元の始めの２
時間目で指導して学習カードの記述で見取ってみよう。

６時間目でフェアプなレイの知識を指導して、９時間目のリーグ戦で実現状況を観察
で見取って評価しよう。

７時間目にフェアなプレイに関する思・判・表の指導と評価を行えば知・技の内容と関
連を図ることができるな。

デジタル学習指導要領を使えば、評価規準例も一括で見られるのが便利だな！

学習内容や学習の順番が決まったので、評価計画を立てるか。身につけさせたい資質・
能力をきちんと見取れる評価になっているか確認しながら考えよう。

他教科や前後の
学習内容も確認
できる。デジタル
学習指導要領で
は解説の記述や
評価規準例も見
られる。

デジタル学習指導要領（イメージ）

学習を終えた後
に目指したい学
習の深まりの姿
を確認できる。

ゲームの特性等に応じて、自身の動きや
ボール等に関する操作及び仲間と連携
した動きで、攻防を展開し、勝敗を競う
ことにより、自他が一層楽しさや喜び味
わうことができることを理解する

ゲームの特性等から、自他がボー
ル運動の楽しさや喜びを味わうため
に必要なことを考え、仲間と協働し
ながら練習方法や作戦、攻防の
展開を工夫する

知・技 思・判・表

高次の資質・能力
（統合的な理解） （総合的な発揮）

中学校 体育分野 ボール運動（仮称） ネット型：バレーボール

なるほど、生徒が最終的に「高次の資質・能力」を身に付けら
れるように、学習内容を組み立てるのか。攻防を展開して、バ
レーボールの楽しさや喜びを味わうことができるようにしたい。デ
ジタル学習指導要領では、学習指導要領解説の記述も確
認できるからヒントになるし、小学校や中３以降の学習内容
なども確認しておけば系統的な指導につながりそうだ。 14

運動等の特性に応じて、公正、協力、
責任、参画、共生、健康・安全といった
概念を踏まえて必要な行動をとることで、
自他が自らの人生において運動に豊か
に親しむことができることを理解する

運動等の特性から、自他が運動
の楽しさや喜びを味わうために必要
なことを考え、自らの運動や仲間と
の関わり方などを工夫する



１．単元名：ボール運動 ネット型（バレーボール）

２．教科の見方・考え方

３．分野・区分の高次の資質・能力

４．学びに向かう力・人間性等の「見取る姿（仮称）」

５．単元の目標・評価規準

６．指導と評価の計画

時
間

学習活動
観
点

備考

１ ⚫オリエンテーション
⚫バレーボールの特性について
⚫試しのゲーム

知 ・単元の目標や流れの確認

２
３

⚫ボール操作の練習①
⚫安全確保の方法について
⚫簡易ゲーム

知 ・用具の扱い方やネットの設置状態確認などの
知識を指導する。

・簡易ゲームを通して、自他の課題を発見でき
るようにする。

４ ⚫ボール操作の練習②
・動画撮影による自己や仲間
の課題発見

知 ・２時間目に知識として指導した「安全を確保
すること」の実現状況を見取る。

５ ⚫ラリーを継続する練習 知
思

・「空いた場所への攻撃を中心としたラリーの継
続」という学習課題にせまるため、ネットの高さ
や用具を工夫したり、ゲームを簡易化したりし
て行う。

６ ⚫簡易ゲーム
・フェアなプレイについて
・ゲームでの安全確保について

知
思

・フェアなプレイを守ることについて、関わり方の
例や意義を指導する。また、「知識及び技
能」と「思考力、判断力、表現力等」の関連
を図って指導する。

７
８

⚫課題別練習
・グループの課題に応じた練習

知
思

９ ⚫リーグ戦① 知 ・リーグ戦において、６時間目に知識として指導
した「フェアなプレイを守ること」の実現状況を
見取る。

10 ⚫リーグ戦②
⚫単元のまとめ

単元計画書のイメージ

統合的な理解 総合的な発揮

ゲームの特性等に応じて、自身の動きやボール等
に関する操作及び仲間と連携した動きで、攻防を
展開し、勝敗を競うことにより、自他が一層楽しさ
や喜び味わうことができることを理解する

ゲームの特性等から、自他がボール運動の楽し
さや喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と協働しながら練習方法や作戦、攻防の展
開を工夫する

運動等の特性等に応じて、公正、協力、責任、
参画、共生、健康・安全といった概念を踏まえて
必要な行動をとることで、自他が自らの人生におい
て運動に豊かに親しむことができることを理解する

運動等の特性等から、自他が運動の楽しさや
喜びを味わうために必要なことを考え、自らの
運動や仲間との関わり方などを工夫する

知識・技能 思考・判断・表現

・ボール運動には・・・ことについて言ったり書きだし
たりしている。
・相手コートの・・・に、・・・することができる。

・動きのポイントやつまづき・・・を伝えている。
・仲間と協力する場面で、・・・を見付けている。

学習指導要領の記
述を転記する。

学習指導要領の記
述を転記する。

何を身に付けさせたいのかを
明確にする

このように、学習指導要領を基にして作成することができるんだね。

授業内容、評価場
面と評価方法を計画
する。

15

運動やスポーツを、心身の充実に果たす役割や多様な楽しみ方の視点から
捉え、自他の豊かな生活及び活力あふれる社会づくりにつなげること。

「高次の資質・能力」等を活かした単元計画づくりの参考イメージ（中学校体育分野）
中学校 体育分野 ボール運動（仮称） ネット型：バレーボール

・・・
・・・

※ 今後検討

中学校第１学年
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参考資料



領域 Ａ 体つくり運動系、体つくり運動 Ｂ 器械運動系、器械運動

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 心と体の関係に気付いたり仲間と関わり
合ったりすることにより、体を動かす心地よ
さを味わったり、体の動きを高めたりするこ
とができることを理解する

• 心身の状態等に応じて、運動の行い方を
工夫するとともに、誰もが楽しく安心して運
動に取り組むことができるような行い方を選
ぶ

• 器具等を使い、回転したり、支持したり、
逆位になったり、懸垂したりするなどの動き
や技に挑戦し、各自の課題に応じた動きや
技ができるようになることにより、楽しさや喜
びを一層味わうことができることを理解する

• 器具等を使う運動について、自己の課題
の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫
するとともに、誰もが楽しく安心して運動に
取り組むことができるような行い方を選ぶ

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 体ほぐしの運動遊び・運動
• 多様な動きをつくる運動遊び・運動
• 体の動きを高める運動

• 心と体の状態等に応じて運動の課題や行
い方を選ぶこと

• 誰もが気付きや関わり合いが深まる運動や、
体の動きを高めるために適した運動の行い
方を工夫したりすること

• 固定施設を使った運動遊び
• マットを使った運動遊び・運動
• 鉄棒を使った運動遊び・運動
• 跳び箱を使った運動遊び・運動

• 器具等を使う運動について、自己の課題
を見付け、その課題の解決の仕方を考えた
り、課題に応じた練習の場や段階を選んだ
りすること

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 心と体の関係や自身の状況等を踏まえ、
仲間と関わり合ったり、計画的に生活に運
動を取り入れたりすることで、体を動かす
楽しさや心地よさを味わったり、体の動きを
高めたりすることができることを理解する

• 心身の状況等から、自他が体を動かす楽
しさや心地よさを味わったり体の動きを高め
たりするために必要なことを考え、運動を通
して仲間と関わる方法や運動の組み合わ
せを工夫する

• 器具の特性等に応じて、回転したり、支持
したり、懸垂したり、バランスをとったりするな
どの技に挑戦し、各自の課題に応じた技が
できるようになることにより、自他が楽しさや
喜びを一層味わうことができることを理解す
る

• 器具の特性等から、自他が器械運動の楽
しさや喜びを味わうために必要なことを考え、
仲間と協働しながら技を習得する練習方
法や演技構成を工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 体ほぐしの運動
• 体の動きを高める運動
• 実生活に生かす運動の計画

• 動きの組み合わせ方や仲間との関わり合い
などの課題を発見し、合理的に解決できる
よう工夫すること

• マット運動の基本的な技
• 鉄棒運動の基本的な技
• 平均台運動の基本的な技
• 跳び箱運動の基本的な技

• 器具等を使う運動について、技の行い方や
技の組合わせ方などの課題を発見し、合
理的に解決できるよう工夫すること

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 心と体の関係や自身の状況等を踏まえ、
仲間と主体的に関わり合ったり、計画的に
生活に運動を取り入れたりすることで、体
を動かす楽しさや心地よさを味わったり、
生涯にわたる健康の保持増進や調和のと
れた体力の向上を図ることができることを
理解する

• 心身の状況等から、自他が体を動かす楽
しさや心地よさを味わったり体の動きを高め
たりするために必要なことを考え、運動を通
して仲間と関わる方法や運動の組み合わ
せを合理的、計画的に工夫する

• 器具の特性等に応じて、回転したり、支持
したり、懸垂したり、バランスをとったりするな
どの技に挑戦し、各自の課題に応じて技が
滑らかに安定してできるようになることにより、
自他が楽しさや喜びを一層味わうことがで
きることを理解する

• 器具の特性等から、自他が器械運動の楽
しさや喜びを味わうために必要なことを考え、
仲間と協働しながら技を習得する練習方
法や演技構成を、合理的、計画的に工夫
する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 体ほぐしの運動
• 実生活に生かす運動の計画

• 運動の行い方や運動の実生活への取り入
れ方の課題を発見し、合理的、計画的に
解決したり新たな課題を発見したりできるよ
う工夫すること

• マット運動の基本的な技と発展技
• 鉄棒運動の基本的な技と発展技
• 平均台運動の基本的な技と発展技
• 跳び箱運動の基本的な技と発展技

• 器具等を使う運動について、技や演技、仲
間との関わり方など課題を発見し、合理的、
計画的に解決したり新たな課題を発見し
たりできるよう工夫すること

体育「高次の資質・能力」イメージ案（全領域）

17

（ 暫 定 版 ）
※ 今 後 さ ら に 検 討



領域 Ｃ 陸上運動系、陸上競技 Ｄ 水泳運動系、水泳

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 走ったり、バトンの受け渡しをしたり、リズミ
カルにハードルを走り越えたり、リズミカルな
助走から踏み切って跳んだりして、記録に
挑戦したり、相手と競争したりすることによ
り、一層楽しさや喜びを味わうことができる
ことを理解する

• 走・跳等に関する自己の課題の解決の仕
方や競争・記録への挑戦の仕方を工夫す
るとともに、誰もが楽しく安心して運動に取
り組むことができるような行い方を選ぶ

• 泳ぐ距離や浮いている時間を伸ばしたり、
記録を達成したりすることにより、水の中で
の活動で一層楽しさや喜びを味わうことが
できることを理解する

• 水の中での活動に関する自己の課題の解
決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫す
るとともに、誰もが楽しく安心して運動に取
り組むことができるような行い方を選ぶ

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 走の運動遊び、跳の運動遊び
• かけっこ、短距離走・リレー
• 小型ハードル走・ハードル走
• 幅跳び・走り幅跳び
• 高跳び・走り高跳び

• 走・跳等に関する自己の課題を見付け、そ
の課題の解決の仕方を考えたり、課題に
応じた練習の場や段階を選んだりすること

• 水の中を移動する運動遊び
• もぐる・浮く運動遊び
• 浮いて進む運動、もぐる・浮く運動
• クロール、平泳ぎ
• 安全確保につながる運動

• 水の中での活動に関する自己の課題を見
付け、その課題の解決の仕方を考えたり、
課題に応じた練習の場や段階を選んだり
すること

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 走・跳に関する基本的な動きや効率的な
動きで、記録に挑戦したり相手と競争した
りすることで、自他が一層楽しさや喜びを
味わうことができることを理解する

• 走・跳の特性等を踏まえ、自他が陸上運
動の楽しさや喜びを味わうために必要なこと
を考え、仲間と協働しながら基本的な動き
や効率的な動きを習得する練習方法や競
争の仕方を工夫する

• 泳法の特性等に応じて、効率的な泳ぎで、
続けて長く泳いだり、速く泳いだり、競い
合ったりすることにより、自他が一層楽しさ
や喜びを味わうことができることを理解する

• 泳法の特性等から、自他が水泳運動の楽
しさや喜びを味わうために必要なことを考え、
仲間と協働しながら効率的な動きや長く泳
ぐための動きの習得方法を工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 短距離走・リレー、長距離走、ハードル走
• 走り幅跳び、走り高跳び

• 陸上運動に関する基本的な動きや効率
的な動きなどの課題を発見し、合理的に
解決できるよう工夫すること

• クロールや平泳ぎ等の泳法 • 泳法などの課題を発見し、合理的に解決
できるよう工夫すること

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 走・跳・投に関する合理的・効率的な動
きで、記録に挑戦したり相手と競争したり
することで、自他が一層楽しさや喜びを味
わうことができることを理解する

• 走・跳・投の特性等を踏まえ、自他が陸上
競技の楽しさや喜びを味わうために必要な
ことを考え、仲間と協働しながら合理的・効
率的な動きを習得する練習方法や競争の
仕方を合理的、計画的な解決に向けて工
夫する

• 泳法の特性等に応じて、効率的でバランス
を保った泳ぎで続けて長く泳いだり、速く泳
いだり、競い合ったりすることにより、自他が
一層楽しさや喜びを味わうことができること
を理解する

• 泳法の特性等から、自他が水泳の楽しさ
や喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と協働しながら効率的な動きや長く泳ぐ
ための動きの習得方法を合理的、計画的
な解決に向けて工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 短距離走・リレー、長距離走、ハードル走
• 走り幅跳び、走り高跳び
• 砲丸投げ、やり投げ

• 陸上競技に関して、合理的・効率的な動
きなどの課題を発見し、合理的、計画的に
解決したり新たな課題を発見したりできるよ
う工夫すること

• クロールや平泳ぎ等の泳法
• 複数の泳法

• 各泳法の合理的な動きなどの課題を発見
し、合理的、計画的に解決したり新たな課
題を発見したりできるよう工夫すること

体育「高次の資質・能力」イメージ案（全領域）
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（ 暫 定 版 ）
※ 今 後 さ ら に 検 討



領域 Ｅ ボール運動系、球技 Ｆ 武道

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮

• ゲームの特性等に応じて、自身の動きや
ボールに関する操作及び仲間と連携した
ゲームを展開することにより、自他が一層
や楽しさや喜びを味わうことができることを
理解する

• ゲームの特性等から、自他が運動の楽しさ
や喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と伝え合いながらルールや作戦、運動の
取り組み方等を工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• ボールゲーム、鬼遊び
• ゴール型（ゲーム）、ネット型（ゲーム）、

ベースボール型（ゲーム）

• ゲーム等を行うにあたっての自己の課題を
見付け、その課題の解決の仕方を考えたり、
課題に応じた練習の場や段階を選んだり
すること

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• ゲームの特性等に応じて、自身の動きや
ボール等に関する操作及び仲間と連携し
た動きで、攻防を展開し、勝敗を競うこと
により、自他が一層楽しさや喜び味わうこ
とができることを理解する

• ゲームの特性等から、自他がボール運動の
楽しさや喜びを味わうために必要なことを考
え、仲間と協働しながら練習方法や作戦、
攻防の展開を工夫する

• 攻防の特性等に応じて、自分の力や相手
の力を効率的に使って基本的な技を仕掛
けたり相手の動きを制御したりして簡易な
攻防を展開し、勝敗を競い合い互いに高
め合うことにより、自他が一層楽しさや喜び
味わうことができることを理解する

• 攻防の特性等から、自他が武道の楽しさ
や喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と協働しながら技の習得方法や簡易な
攻防の展開を工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• ゴール型での攻防
• ネット型での攻防
• ベースボール型での攻防

• ボール操作やボールを持たないときの動きな
どの課題を発見し、合理的に解決できるよ
う工夫すること

• 柔道の簡易な攻防
• 剣道の簡易な攻防
• 相撲の簡易な攻防

• 技の習得や簡易な攻防などの課題を発見
し、合理的に解決できるよう工夫すること

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• ゲームの特性等に応じて、作戦や状況に
応じた自身の動きやボール等に関する操
作及び仲間と連携した動きで、攻防を展
開し、勝敗を競うことにより、自他が一層
楽しさや喜びを味わうことができることを理
解する

• ゲームの特性等から、自他が球技の楽しさ
や喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と協働しながら練習方法や作戦、攻防
の展開を合理的、計画的な解決に向けて
工夫する

• 攻防の特性等に応じて、自分の力や相手
の力を効率的に使って得意技を仕掛けたり
相手の動きを制御したりして攻防を展開し、
勝敗を競い合い互いに高め合うことにより、
自他が一層楽しさや喜びを味わうことがで
きることを理解する

• 攻防の特性等から、自他が武道の楽しさ
や喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と協働しながら技の習得方法や攻防の
展開を合理的、計画的な解決に向けて工
夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• ゴール型での攻防
• ネット型での攻防
• ベースボール型での攻防

• 攻防やボール操作、ボールを持たないとき
の動きなどの課題を発見し、合理的、計画
的に解決したり新たな課題を発見したりで
きるよう工夫すること

• 柔道の攻防
• 剣道の攻防

• 技の習得や攻防、合理的な動きなどの課
題を発見し、合理的、計画的に解決したり
新たな課題を発見したりできるよう工夫す
ること
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領域 Ｇ 表現運動系、ダンス Ｈ 体育理論

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮

• 自己の心身を解き放して、イメージやリズ
ムの世界に没入して踊ることにより、楽しさ
や喜びを味わうことができることを理解する

• 表現やダンスの特性等に応じて、自己の課
題の解決の仕方を工夫するとともに、誰も
が楽しく安心して表現に取り組むことができ
るような発表・交流の仕方を工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 表現遊び、リズム遊び
• 表現、リズムダンス
• フォークダンス

• 表現や交流を行うにあたっての自己の課題
を見付け、その課題の解決の仕方を考えた
り、課題に応じた練習の場や段階を選んだ
りすること

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 様々なダンスの特性等に応じて、リズムや
イメージ、踊りの特徴等を捉えて仲間とと
もに踊ったり自己を表現したりすることによ
り、自他が一層喜びや楽しさを味わうこと
ができることを理解する

• 表現やダンスの特性等から、表現運動の
楽しさや喜びを味わうために必要なことを考
え、仲間と協働しながら表現の方法や構
成を工夫する

• スポーツの文化としての側面や合理的な運
動実践に必要なこと等、自他の豊かなス
ポーツライフの実現に関する科学的知識を
身に付けることで、自己の状況等に応じた
運動・スポーツとの多様な関わり方について
考えを深めることができることを理解する

• 豊かなスポーツライフの実現のために必要な
ことを考え、自己の状況等に応じたスポー
ツとの関わり方を工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 創作ダンス
• フォークダンス
• 現代的なリズムのダンス

• 表現や交流などの課題を発見し、合理的
に解決できるよう工夫すること

• 運動やスポーツの多様性
• 運動やスポーツの効果と学び方
• 文化としてのスポーツの意義

• 運動やスポーツへの多様な関わり方や文
化としてのスポーツの意義などの課題を発
見し、よりよい解決に向けて工夫すること

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 様々なダンスの特性等に応じて、リズムや
イメージ、踊りの特徴等を捉えて、仲間と
ともに感じを込めて踊ったり、イメージを深
めて自己を表現したりすることにより、自他
が一層喜びや楽しさを味わうことができるこ
とを理解する

• ダンスの特性等から、自他がダンスの楽しさ
や喜びを味わうために必要なことを考え、仲
間と協働しながら表現の方法や構成を合
理的、計画的な解決に向けて工夫する

• スポーツ文化の創造や合理的な運動実践
に必要なこと等、自他の豊かなスポーツライ
フの実現に関する科学的知識を多角的に
身に付けることで、自己の状況等に応じた
運動・スポーツとの多様な関わり方について
考えを深めることができることを理解する

• スポーツ文化の創造や豊かなスポーツライフ
の継続のために必要なことを考え、自己の
状況等に応じたスポーツとの関わり方を工
夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 創作ダンス
• フォークダンス
• 現代的なリズムのダンス

• 表現や交流、発表などの課題を発見し、
合理的、計画的に解決したり新たな課題
を発見したりできるよう工夫すること

• スポーツの文化的特性や現代のスポーツの
発展

• 運動やスポーツの効果的な学習の仕方
• 豊かなスポーツライフの設計の仕方

• 現代におけるスポーツの価値やスポーツライ
フの設計の仕方などの課題を発見し、持続
可能な発展につながるよりよい解決に向け
て工夫すること
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領域 【全ての領域共通】運動との関わり方

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮

• 運動等の特性等に応じて、公正、協力、責任、共生、健康・安全といっ
た概念を踏まえて必要な行動をとることで、自他が運動に豊かに親しむこ
とができることを理解する

• 運動等の特性等から、自他が運動の楽しさや喜びを味わうために必要なこ
とを考え、自らの運動や仲間との関わり方などを工夫する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関する概念や方法等 • 運動の行い方に関する共生等に関する課題の発見や解決

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮

• 運動等の特性等応じて、公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全
といった概念を踏まえて必要な行動をとることで、自他が自らの人生にお
いて運動に豊かに親しむことができることを理解する

• 運動等の特性等から、自他が運動の楽しさや喜びを味わうために必要なこ
とを考え、自らの運動や仲間との関わり方や安全の確保の仕方などを工夫
し、生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関する概念や方法等 • 運動実践につながる公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関
する課題の発見や解決

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮

• 運動等の特性等に応じて、公正、協力、責任、参画、共生、健康・安
全といった概念を踏まえて必要な行動をとることで、自他が自らの人生に
おいて他者とよりよく関わりながら運動に豊かに親しむことができることを理
解する

• 運動等の特性等から、自他が運動の楽しさや喜びを味わうために必要なこ
とを考え、自らの運動や仲間との関わり方や安全の確保の仕方などを工夫
し、生涯にわたる視野を踏まえ生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関する概念や方法等 • 運動実践につながる公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関
する課題の発見や解決
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領域 健康な生活、健康な生活と現代社会 心の健康、心の健康と対策

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 健康の状態には、生活の仕方や生活空
間の環境が関わっており、毎日を健康に
過ごすためには、生活の仕方や生活環境
を整えることが必要であることを理解する

• 健康な生活の仕方を考え、身近な生活に
適用する

• 心は発達すること、心と体は密接な関係が
あること等の特徴を踏まえ、不安や悩みに
対処することで、心の健康を保つことができ
ることを理解する

• 心をよりよく発達させたり、不安や悩みに対
処する方法を考え、身近な生活に適用す
る

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 健康な生活
• １日の生活の仕方
• 身の回りの環境

• 健康な生活に関わる課題を見付けること
• 生活の仕方や生活環境を整えるための方

法を考えること

• 心の発達
• 心と体との密接な関係
• 不安や悩みへの対処

• 心の健康に関わる課題の発見
• よりよい心の発達や心と体の関わりについて

考えること
• 不安や悩みへの対処方法を考えること

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 健康の状態には、個人の生活行動や社
会環境が関わっており、人が健康に過ご
すためには、生活行動を整えたり、より良
い社会環境を目指すことが必要であること
を理解する

• 健康を保持増進する方法を見いだし、自
他の生活に適用する

• 精神と身体は互いに影響し合うこと等の特
徴を踏まえ、欲求やストレスに適切に対処
することで、心の健康を保持増進できること
を理解する

• 精神機能を発達させたり、欲求やストレス
への適切な対処法を考え、自他の生活に
適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 健康の成り立ち
• 生活習慣と健康

• 健康な生活に関する自他の課題の発見
• 生活の質を高める方法を見いだすこと

• 精神機能の発達と自己形成
• 欲求やストレスへの心身への影響
• ストレスへの対処

• 自他の心の健康に関わる課題の発見
• 心の健康を保持増進する方法を見いだす

こと
• ストレスへの適切な対処の方法を考えるこ

と

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 健康は、個人の生活行動と社会環境等
の相互作用の下に成立しており、現代社
会における健康課題に対応するためには、
こうした相互作用を踏まえた行動選択が
必要であることを理解する

• 健康を保持増進するための個人や社会の
取組の意義を見いだし、社会生活に適用
する

• 精神疾患の疾病概念やその対処方法など、
心の健康を維持したり回復したりするため
に必要なことを理解する

• 心の健康を維持・回復するために必要な
個人の取組や社会的な対策について考え、
社会生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 国民の健康課題
• 健康の考え方
• 様々な保健活動や社会的対策

• 健康に関わる自他や社会の課題の発見
• 生活の質の向上に向けた課題解決の方

法を整理し、それらを表現すること

• 精神疾患の特徴
• 精神疾患への対処
• 心の健康を維持・回復するための方法や

対策

• 自他や社会の心の健康に関わる課題の発
見

• 心の健康に関する課題を解決する方法を
考えること
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領域 けが・傷害の防止、安全な社会生活 病気・疾病の予防、疾病の予防と対策

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• けがは、人の行動や生活環境が関わって
発生していることを踏まえ、要因に対応し
た防止方法について身に付けることで、け
がの防止につながることを理解する

• 危険の予測や回避の方法を考え、身近な
生活に適用する

• 身近な病気の要因を踏まえた予防方法を
とることで、その予防につながることを理解す
る

• 病気の概念や予防の原則から、病気の予
防方法を考え、身近な生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• けがの発生の原因
• げがの発生の防止
• けがの手当て

• けがの防止に関わる課題を見付けること
• 危険予測、回避方法
• けがの悪化を防ぐ手当ての方法

• 生活習慣病等の疾病概念と予防方法
• 感染症の疾病概念と予防方法

• 病気の予防に関わる課題を見付けること
• 病気を予防する適切な方法を見いだすこと

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 傷害は、人の行動や生活環境及びそれら
の相互によって発生していることを踏まえ、
要因に対応した防止方法を身に付けるこ
とで、傷害の防止につながることを理解す
る

• 危険の予測や回避の方法を多面的に考
え、自他の生活に適用する

• 疾病の要因を踏まえた予防方法をとること
で、既存の病気に加え、未知の疾病の予
防にも活用できることを理解する

• 疾病概念や予防の原則を拡張し、疾病の
予防方法を考え、自他の生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 傷害の発生要因
• 傷害の発生の防止
• 応急手当

• 傷害の防止に関する自他の課題の発見
• 危険予測、回避方法
• 傷害の悪化の防止方法

• 生活習慣病やがんの疾病概念と予防・回
復の方法

• 感染症の疾病概念と予防・回復の方法

• 疾病の予防に関する自他の課題の発見
• 疾病等にかかるリスクを軽減し、健康を保

持増進する方法を見いだすこと

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 事故の要因や予防の考え方について身に
付け、社会的な対策を講じることで、安全
な社会の形成につなげられることを理解す
る

• 自他や社会の危険の予測を基に、危険を
回避する方法を考え、社会生活に適用す
る

• 疾病の特徴を踏まえた社会的な対策を講
じることで、生涯の各段階の疾病の予防に
つながることを理解する

疾病の概念や予防の原則を拡張し、疾病の
特徴や生涯の各段階に応じた予防や回復の
方法、社会的な対策を選択し、社会生活に
適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 事故の発生要因
• 安全な社会の形成に必要なこと
• 速やかで適切な応急手当

• 安全な社会生活に関わる課題の発見
• 自他や社会の危険予測、回避方法
• 傷害の悪化の防止方法

• 感染症の疾病概念と予防方法
• 生活習慣病やがんの疾病概念と予防と回

復の方法

• 疾病の予防に関する自他や社会の課題の
発見

• 疾病の特徴に応じてリスクを軽減し健康を
保持増進するための個人の取組や社会的
な対策を考えること

• 生涯の各段階に応じた課題解決
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領域 体の発育・発達、身体機能の発達、生涯を通じる健康 健康と環境、健康を支える環境づくり

小
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮

• 思春期の体の変化を踏まえた適切な生
活の仕方を身に付けることで、体をよりよく
成長させられることを理解する

• 体をよりよく発育・発達させる方法について
考え、身近な生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 体の発育・発達
• 思春期の体の変化
• 体をよりよく発育・発達させるための生活

• 体の発育・発達に関わる事象から課題を
見付けること

• 体をよりよく発育・発達させるための生活の
仕方を考えること

中
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 身体機能の発達を踏まえた適切な生活
行動について身に付けることで、よりよい成
長や行動選択ができるようになることを理
解する

• 身体機能の発達や適切な生活行動につ
いて考え、自他の生活に適用する

• 衛生等の環境が、人の健康の保持増進に
関連があることを理解する

• 健康と環境に関わる概念や原則を生活環
境から社会が関わる環境まで拡張し、健
康を保持増進する方法を考え、自他の生
活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 身体機能の発達
• 生殖に関わる機能の成熟

• 身体機能発達に関する自他の課題の発
見

• 発達の状況に応じた健康を保持増進する
方法を見いだすこと

• 身体の環境に対する適応能力・至適範囲
• 飲料水や空気の衛生的管理
• 生活に伴う廃棄物の衛生的管理
• 健康を守る社会の取組

• 健康と環境に関する自他の課題の発見
• 健康と環境に関わる課題や情報を整理し

て、健康を保持増進する方法を見いだすこ
と

高
等
学
校

高
次
の
資
質
・
能
力

統合的な理解 総合的な発揮 統合的な理解 総合的な発揮

• 生涯の各段階の健康課題を踏まえた健
康管理や環境づくりを行うことで、生涯を
通じた健康の保持増進や回復につながる
ことを理解する

• 生涯を通じる健康について考え、社会生
活に適用する

• 健康を支える環境づくりが、自他の健康の
保持増進に関連があることを理解する

• 健康と環境に関わる概念や原則を健康を
支える環境づくりまで拡張し、全ての人が
健康に生きていくための環境について考え、
社会生活に適用する

内
容
項
目
例

知識及び技能 思考力、判断力、表現力等 知識及び技能 思考力、判断力、表現力等

• 生涯の各段階における健康
• 労働と環境

• 生涯の各段階における自他や社会の課題
の発見

• 生涯の各段階に応じて健康を保持増進す
るための個人の取組や社会的な対策を考
えること

• 生涯の各段階に応じた課題解決

• ヘルスプロモーションの考え方
• 環境・食品と健康
• 保健・医療制度及び地域の保健・医療機

関
• 様々な保健活動や社会的対策
• 健康に関する環境づくりと社会参加

• 健康を支える環境づくりに関する自他や社
会の課題の発見

• 健康を支える環境づくりについて、個人の
取組や社会的な対策を考えること

保健「高次の資質・能力」イメージ案（全領域）
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（ 暫 定 版 ）
※ 今 後 さ ら に 検 討



発達の段階等を踏まえつつ、子供たちの「好き」「楽しい」を丁寧に育みながら、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツライフを実現することにつなげる

小 学 校 中 学 校 高等学校

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生 入学年次 次の年次 それ以降

体つくりの運動遊び 体つくりの運動遊び 体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動

器械・器具を
使っての運動遊び

器械・器具を
使っての運動遊び

器械運動 器械運動 器械運動 器械運動

走・跳の運動遊び 走・跳の運動遊び 陸上運動 陸上運動 陸上競技 陸上競技

水遊び 水遊び 水泳運動 水泳運動 水 泳 水 泳

表現リズム遊び 表現リズム遊び 表現運動 表現運動 ダンス ダンス

ゲーム ゲーム ボール運動 ボール運動 球 技 球 技

武 道 武 道 武 道

体育理論 体育理論

保健領域 保健分野 科目保健

必修

選択

卒業後も運動やスポーツに多様な楽しみ方で
豊かに関わることができるようにする時期

多くの領域の運動を経験するとともに
スポーツの文化や理論の基礎に触れる時期

各種の運動の基礎を培う時期
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健康な心と体

自立心
協同性

道徳性・
規範意識の芽生え

社会生活との
関わり

思考力の芽生え
自然との関わり・

生命尊重

数量や図形、
標識や文字などへの

関心・感覚

言葉による
伝え合い

豊かな感性と表現

【幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿】

【領域】

健康

人間関係

環境

言葉

表現

<参考>
幼児期における学び

・神経系の発達が完成に近づく時期
・内発的動機づけに基づき、誰一人取り残すことなく子

供たちが夢中になって全力で取り組む「運動遊び」を
通じて学ぶ

・子供たちの「好き」「やってみたい」等の欲求を丁寧に
育てつつ、生涯にわたって運動・スポーツに親しむ心
身の基礎を豊かに育む

・筋骨格系や呼吸循環器系が発達し、身体の充実
にともなって運動のスケールが広がったり、ある程度ス
ポーツの文化や理論に触れることができるようになる
時期

・体育理論との往還も意識しつつ、これまでの動きや
運動の経験を、生涯にわたって豊かに働く資質・能
力へ昇華させる

・身体の発達がほぼ完成に近づき、自己の状況に合
わせてより競技的な活動に挑戦したり、理論を踏
まえて運動・スポーツを楽しんだりできるようになる
時期

・豊かなスポーツライフの実現を見据えて、自分にとっ
ての運動・スポーツの価値や意義を見いだしつつ楽
しみ方を考え選択する

体育運動領域等の学習の系統性（イメージ） （ 暫 定 版 ）
※ 今 後 さ ら に 検 討



小学校
体育科保健領域

中学校
保健体育保健分野

高等学校
保健体育科「科目保健」

３・４年 ５・６年 １年 ２年 ３年 入学年次及び次の年次

身近な生活を中心とした
健康・安全に関する基礎的な内容

個人生活を中心とした
健康・安全に関する内容

個人及び社会生活における
健康・安全に関する内容

健康な生活 健康な生活と現代社会

体の
発育・発達

身体の機能の
発達

心の健康

傷害の防止

心の健康と対策

安全な社会生活

生涯を通じる健康

健康を支える環境づくり

心の健康

疾病の予防と対策

健康と環境

病気の予防

健康な生活

健康な心と体
自立心

協同性

道徳性・
規範意識の芽生え

社会生活との
関わり

思考力の芽生え
自然との関わり・

生命尊重

数量や図形、
標識や文字などへの

関心・感覚

言葉による
伝え合い

豊かな感性と表現

【幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿】

【領域】

健康

人間関係

環境

言葉

表現

<参考>
幼児期における学び

けがの防止

疾病の予防

実践的に 科学的に 総合的に
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※ 高等学校は各学校において取り扱う順序を設定する

※ 具体的な内容等は追って検討する

保健の学習の系統性（イメージ） （ 暫 定 版 ）
※ 今 後 さ ら に 検 討



体育・保健体育、健康、安全
ワーキンググループにおける

検討事項等
（参考資料）

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ４ 日
体育・保健体育、健康、安全W G（第９回）
参 考 資 料 １



義務教育段階での柔軟化の議論と高校での検討課題

体育・保健体育等に関係する社会や学校等の状況

少子化・高齢化 生産年齢人口の減少 デジタル化の加速

DX

スポーツ基本法

改正

DX

多様性の包摂

DX

健康・安全に関する

課題の多様化・複雑化

DX

１．社会の状況

２．学校の状況

・「社会に開かれた教育課程」実現のためのカリキュラムマネジメント

・ 主体的･対話的で深い学びの視点からの学習過程の改善

・ デジタル学習基盤を活用した効果的な学習

・ 部活動改革（部活動の地域展開等）の推進

1

３．子供たちの状況

●運動に関しては、体育の授業等を通じて、運動好きな子供や日常から運動に親しむ子供を増加させ、生涯にわたって運動やス

ポーツを継続し、心身共に健康で幸福な生活を営むことができる資質や能力の育成が図られている。

●一方で、卒業後も運動やスポーツを行いたいと考える子供の二極化や男女で運動・スポーツの実施に関して肯定的な回答の割

合に差が見られるなどの課題が見られる。また、体力調査の結果においても、全体としてコロナ禍前の水準には戻っていない。

●健康に関しては、性や薬物等に関する情報の入手が容易になるなど、子供たちを取り巻く環境が大きく変化している。また、食を

取り巻く社会環境の変化により、栄養摂取の偏りや朝食欠食といった食習慣の乱れ等に起因する肥満や生活習慣病、食物アレ

ルギー等の健康課題が見られる。

●様々な自然災害の発生、SNSの普及に伴う児童生徒等の被害や性犯罪・性暴力、熱中症や水難事故といった課題が近年顕

在化しており、子供を取り巻く健康・安全に関する環境の変化が激しい。



義務教育段階での柔軟化の議論と高校での検討課題

体育・保健体育、健康、安全に関する現状と検討課題

2

１．運動に関する課題

⚫少子化を含む人口構造の変化や社会のデジタル化が加速する

中、健康長寿社会や共生社会の実現、人との豊かな繋がりの創

出など、運動・スポーツを通じた社会課題解決への期待が高まって

おり、令和7年にはスポーツ基本法が改正された。こうした状況を踏

まえ、学校における運動・スポーツに関する学びの本質的な意義や

価値を今一度検討し明確化する必要がある。

⚫幼児期からの発達段階を踏まえた系統的な指導と評価の在り方に

ついて、指導内容が過度に高度なものとなっていないか、また、評価

は適切なものとなっているか、学校における運動・スポーツに関する

学びの本質的な意義や価値を踏まえ検討する必要がある。

⚫デジタル学習基盤の活用について、「主体的・対話的で深い学び」

の一層の充実を図る観点からその方策をさらに検討する必要があ

る。

２．保健に関する課題

⚫教師の保健の指導内容に対する意義や重要性の認識は高いもの

の、子供を取り巻く現代的な健康課題は絶え間なく変化するととも

に多岐にわたって存在しており、疾病構造や健康課題の変化に対

応できる資質・能力の育成が一層求められている。

⚫日常生活において認識しにくい内容に関する知識及び技能や、健

康の原則・概念と具体的な生活行動とを結び付ける思考力、判

断力、表現力等の育成について課題が見られる。

３．安全に関する課題

⚫安全に関する基礎的な知識の習得は高いものの、日常生活

における多様な危険や事故に対して行動化する実践力の育

成については課題が見られる。また、安全で安心な社会づくりに

参加・貢献するため、主体的・協働的な取組を促す学習の充

実について工夫と改善が求められている。

⚫近年顕在化している社会構造の変化に伴う現代的課題を含

めた様々な課題に対応できる資質・能力の育成が一層求めら

れている。

４．指導に関する環境面の課題

⚫学習指導要領の趣旨を踏まえた着実な指導を行う上で、教

師の負担にも配慮しつつ、外部人材の活用や外部機関との連

携が図られている一方、人材の確保や連携に係る調整等に関

する課題が見られる。

⚫気候変動の影響により、運動・スポーツの実施に関して、場

所、時間、内容に影響が生じている。

⚫運動・スポーツに関する授業を安全かつ効果的に行うためには

適切な活動場所等の確保が必要である一方、施設等の老朽

化やスペース不足、天候への対応について課題が見られる。



ワーキンググループにおける検討事項・論点

１．体育科・保健体育科を通じて育成する資質・能力のあり
方・示し方

⚫ 「学びに向かう力・人間性等」や「見方・考え方」の新しい整
理を踏まえた目標の示し方

⚫中核的な概念等に基づく内容の一層の構造化や、その過
程における必要に応じた精選のあり方

⚫体育科・保健体育科の特質を踏まえた、表形式を活用した
目標・内容の分かりやすい示し方

２．体育科・保健体育科の指導と評価の改善・充実のあり方

⚫デジタル学習基盤の活用や情報活用能力の育成強化を前
提とした、体育科・保健体育科における「主体的・対話的で
深い学び」の一層の充実を図るための方策

⚫資質・能力の育成のために効果的かつ過度な負担が生じに
くい体育科・保健体育科の評価のあり方

３．誰一人取り残さず資質・能力を育む柔軟な教育課程の
あり方

⚫義務教育における調整授業時数制度や、高等学校におけ
る科目の柔軟な組み替えを可能とする仕組みを前提とした
場合に、考えられる教育課程・学習指導の工夫のあり方

⚫教育課程の柔軟化に伴って生じうる課題とそれを防ぐための
運用のあり方

１．運動に関する課題

⚫運動・スポーツに関する学びの本質的な意義や価値の明確化

⚫幼児期からの発達の段階等を踏まえた系統的な指導内容の
あり方

⚫指導内容として示してきた「態度」の考え方

⚫デジタル学習基盤の効果的な活用のあり方

２．保健に関する課題

⚫子供を取り巻く現代的な健康課題や学ぶ価値・意義を踏まえ
た発達段階に応じた学習内容(教科等横断的な視点を含む)

⚫保健の中核的な概念や具体的な生活行動等との関係性に
関する分かりやすい示し方

３．安全に関する課題

⚫学んだ知識を日常生活で行動化する実践力を身に付けるとと
もに、安全で安心な社会づくりに参加・貢献するため、主体的・
協働的な取組を促す学習の充実

⚫社会構造の変化に伴う現代的課題を含めた様々な課題に対
応できる学習内容(教科等横断的な視点を含む)

４．１～３を実現する上での環境整備に関する課題

⚫ カリキュラム・マネジメントの観点等を踏まえた、外部人材の活
用や外部機関との連携

⚫気候変動の影響等を踏まえた、運動・スポーツの実施機会・場
所の在り方など、持続可能性の確保

１．教育課程企画特別部会の議論を踏まえた検討事項 ２．体育・保健体育、健康、安全に関する課題を踏まえた
固有の検討事項

3



参考資料・データ



１．体育科・保健体育科の
教育課程



○ 授業時数の増加
 （小１～４、中：90時間→105時間※）※小学１年は102時間

○ 中学１･２年で、武道及びダンスを必修化

平成29～30年改訂

【体 育】 
 （小 学 校）令和２年度から全面実施
○ 運動が苦手な児童や意欲的でない児童への指導の配慮の例を新たに明示
○「水泳運動」(５･６年)に「安全確保につながる運動」を新たに明示
○「ゲーム」(３･４年)に「陣地を取り合うゲーム※」を必修化

※ タグラグビーやフラッグフットボールなど

（中学校・高等学校）中学校は令和３年度から全面実施、高等学校は令和４年度から年次進行で実施
○ 体力や技能の程度、年齢や性別及び障害の有無等に関わらず、運動やスポーツの楽しみ方を共有できるよ

う、共生の視点を踏まえて指導内容を明示
○「体つくり運動」(中学３年･高校)に「実生活に生かす運動の計画」を新たに明示
○「武道」(中学･高校)の授業で扱う種目として９種目※を明記

※柔道、剣道、相撲の他、空手道、弓道、なぎなた、合気道、少林寺拳法、銃剣道

○「体育理論」(中学３年)に、パラリンピックに関する知識を追加
○「水泳」(高校)は、中学校と同様に原則「水中からのスタート」とした

 【保 健】
○ けがの手当（小）や心肺蘇生法（中・高）など、技能に関する指導内容を新たに明示
○ 中学２年の「健康な生活と疾病の予防」に「がんの予防」を新たに明示
○ 高校の「現代社会と健康」に「精神疾患の予防と回復」を新たに明示

学習指導要領（体育・保健体育）

平成20～21年改訂

○ 授業時数の削減
（小･中学校：105時間※→90時間）※小学１年は102時間

○ 小学３･４年に保健領域を新たに設けるとともに、
中･高の保健の指導内容を再整理

平成10～11年改訂
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体育科・保健体育科の系統性

小 学 校 中 学 校 高等学校

運 動
領域等

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 １年生 ２年生 ３年生 入学年次 次の年次 それ以降

体つくりの運動遊び 体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動 体つくり運動

器械・器具を
使っての運動遊び 器械運動 器械運動 器械運動 器械運動 器械運動

走・跳の運動遊び 走・跳の運動 陸上運動 陸上競技 陸上競技 陸上競技

水遊び 水泳運動 水泳運動 水 泳 水 泳 水 泳

表現リズム遊び 表現運動 表現運動 ダンス ダンス ダンス

ゲーム ゲーム ボール運動 球 技 球 技 球 技

武 道 武 道 武 道

体育理論 体育理論

保 健
領域等 保 健 保 健 保 健

年間授業
時数等

102時
間

105時
間

105時
間

105時
間

90時間 90時間
105時
間

105時
間

105時
間

体育 3年間で7～8単位
保健 1単

位
保健 1単

位

必修 選択

◆体育科・保健体育科では、心と体を一体として捉え、生涯にわたって心身の健康を保持増進し豊かなスポーツ
ライフを実現するための資質・能力を育成

◆小学校から高等学校までの12年間の系統性、発達の段階を踏まえて、４年ごとのまとまりで指導内容を体系化

◆小学校から高等学校まで、体育科・保健体育科の授業を１週間で３時間程度実施

卒業後も運動やスポーツに多様な形で
関わることができるようにする時期

多くの領域の学習を経験する時期各種の運動の基礎を培う時期

7



保健における体系イメージ

生涯を通じて自らの健康や環境を適切に
管理し、改善していく資質・能力の育成

個人及び社会生活における
健康・安全に関する内容

個人生活における
健康・安全に関する内容

身近な生活における
健康・安全に関する基礎的な内容 小学校

より実践的に

中学校

より科学的に

高等学校

より総合的に
70単位時間

４８単位時間
程度

２４単位時間
程度

8
（出典）生きる力を育む小学校保健教育の手引（文部科学省 平成31年3月）



保健における内容の系統性

9
（出典）生きる力を育む小学校保健教育の手引（文部科学省 平成31年3月）



小学校（保健領域） 中学校（保健分野） 高等学校（科目保健）

「健康な生活」（３年）
・健康な生活
・１日の生活の仕方
・身の回りの環境

「体の発育・発達」(４年)
・体の発育・発達
・思春期の体の変化
・体をよりよく発育・発達させるための生活

「心の健康」（５年）
・心の発達
・心と体との密接な関係
・不安や悩みへの対処

「けがの防止」（５年）
・交通事故や身の回りの生活の危険が原因
となって起こるけがとその防止
・けがの手当

「病気の予防」（６年）
・病気の起こり方
・病原体が主な要因となって起こる病気の
予防
・生活行動が主な要因となって起こる病気
の予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・地域の様々な保健活動の取組

「健康な生活と疾病の予防」
（１．２．３年）

・健康の成り立ちと疾病の発生要因
・生活習慣と健康
・生活習慣病などの予防
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・感染症の予防
・個人の健康を守る社会の取組

「心身の機能の発達と
心の健康」（１年）

・身体機能の発達と個人差
・生殖に関わる機能の成熟と適切な行動
・精神機能の発達と自己形成
・欲求やストレスへの対処と心の健康

「傷害の防止」（２年）
・交通事故や自然災害などによる傷害の発
生要因
・交通事故などによる傷害の防止
・自然災害による傷害の防止
・応急手当

「健康と環境」（３年）
・身体の環境に対する適応能力・至適範囲
・飲料水や空気の衛生的管理
・生活に伴う廃棄物の衛生的管理

「現代社会と健康」
・健康の考え方
・現代の感染症とその予防
・生活習慣病などの予防と回復
・喫煙、飲酒、薬物乱用と健康
・精神疾患の予防と回復

「安全な社会生活」
・安全な社会づくり
・応急手当

「生涯を通じる健康」
・生涯の各段階における健康
・労働と健康

「健康を支える環境づくり」
・環境と健康
・食品と健康
・保健・医療制度及び地域の保健医療機関
・様々な保健活動や社会的対策
・健康に関する環境づくりと社会参加

（原則として、入学年次及びその次
の年次の２か年にわたり履修）

小・中・高等学校の保健の内容
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査について(結果のポイント）

【目的】
小学校学習指導要領の次期改訂に資するため、今次改訂の改善事項を中心に、各教科等の目標や内容に照らした児童の学習の実現状況について調査
研究を行い、検討の基礎となる客観的データ等を得るとともに、教育課程の基準に係る課題の有無及びその内容等を検証・総括する。

【時期、対象学年及び教科等】
〇調査時期：令和５年２月６日（月）から令和５年３月３日（金）
〇調査対象：公立小学校 1,170校（義務教育学校前期課程含む） ※全学校の約７％、無作為抽出

実施児童数（延べ） 120,378人
〇内容 ：各教科で、①今次改訂の基本方針に関する事項、②各教科等の主な改善事項（今回の改訂で新設された事項、学年及び学校種を超え

て移行した事項）、③従来より課題とされている事項の視点に基づくペーパーテスト調査を実施するとともに、一部教科で実技調査
を実施。あわせて、児童、教師、学校長を対象としたアンケート調査を実施。
（教師、学校長については、オンライン形式にて実施。）

・ペーパーテスト調査：第３～６学年 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育（運動領域、保健領域）、外国語（英語）
・アンケート調査（学校）（児童、教師）：第２～６学年 生活、特別の教科道徳、総合的な学習の時間、特別活動、外国語活動
・実技調査：第６学年 図画工作、家庭、体育（運動領域）、外国語（英語）

調査の概要

教育課程全体に係るアンケート調査
◯主体的・対話的で深い学びや、資質能力の３つの柱、見方・考え方などの学習指導要領が提唱する基本的な考え方については、現場
の教育課程や学習指導の改善等に良い効果を与えたとの回答が多く見られる。
◯学習指導要領の趣旨実現を妨げる要素としては、多忙化や人員確保、研修時間の確保などの回答が多い。
◯標準授業時数について、教育課程編成に係る学校の裁量を広げることについては、多くの学校が賛成。年間授業時数を確保した上で、
教科間の授業時数の調整を可能とするような取組を行ってみたいとする学校が多い。

生活、特別の教科道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動のアンケート調査の結果から（Ｐ228～232）
〇アンケート調査では、学習状況や学校生活等について概ね肯定的な回答が多く見られるが、同様の趣旨の項目において、教師の認
識と児童の受け止めに差があるなど、課題が一部で見られる。

各教科のペーパーテスト調査の結果から
○「知識・技能」について、事実的な「知識」は一定程度の定着が見られるものもある一方、 「知識」の概念としての習得や、習得し
た「知識」を日常生活に当てはめたり、現実の事象と関連づけて理解することには一部に課題があると考えられる。
○「思考力・判断力・表現力等の育成」の観点から、例えば児童が具体的な問いを見いだす点等については、定着が見られるものもあ
ると考えられる一方、目的に応じた課題解決、自分の考えや根拠を明確に説明するといった点については、課題があると考えられる。

（主なポイント）

11



令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育科(運動領域)）

○今回の学習指導要領改訂により、「共生」の視点が新たに示さ
れた。

○「学びに向かう力、人間性等」に関連し、共生の理解を問う問
題を出題。 【通過率 90.6％】

※本調査は、「学びに向かう力、人間性等」に関する理解度を把握するものであるこ
とに留意が必要である。

「互いの動きや考えのよさを認め合うこと」の問題例（別紙１参照）○「知識及び技能」として、知識を技能と関連付けて示す。
○「思考力、判断力、表現力等」として、表現力を新たに示す。
○「学びに向かう力、人間性等」として、従前に引き続き内容を示すと
ともに、共生の視点を新たに示す。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○互いの動きや考えのよさを認め合うことのように運動やスポーツの価
値である、公正、協力、責任、参画、共生、健康・安全等に関する態
度の理解については、相当数の児童ができている。

○体ほぐしの運動の目的の理解や、クロールにおける自己の能力に適し
た課題の解決の仕方を工夫することに関する思考力、判断力について
は課題があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・体ほぐしの運動の目的や必要性について、教師が理解し、授業にお
いて丁寧に言葉で児童に説明したり、活動を通して理解できるよう
にしたり、活動後に価値付けたりするなどして、その意味を児童が
理解できるようにする。

・クロールの呼吸の仕方に関する課題に応じた様々な練習方法につい
て、教師が理解し、授業において適切に児童に提示することが求め
られる。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト小学校/体育科（運動領域））

「 体ほぐしの運動の目的を理解すること」の問題例（別紙２参照）

〇前回調査では、体ほぐしの運動の目的の理解に課題があると考
えられた。

○「知識及び運動」に関連し、体ほぐしの運動の目的を理解する
ことを問う問題を出題。 【通過率 37.3％】

「クロールの自己の能力に適した課題の解決の仕方を工夫する
こと」の問題例（別紙２参照）

○前回調査では、クロールの自己の能力に適した課題の解決の仕
方の思考・判断に課題があると考えられた。

○「思考力、判断力、表現力等」に関連し、課題の解決の仕方を
工夫することの理解を問う問題を出題。 【通過率 38.5％】
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育科(運動領域)）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育科(運動領域)）



○「地域の様々な保健活動」を行っている場所を記述する
問題を出題。 【通過率 40.８％】

○「心と体の密接な関係」について、心と体の影響の具体
例を選択する問題を出題。

「体から心への影響」の具体例を選択する問題 (体調がよ
いと「やる気が出る」を選択した児童)【通過率 59.4％】

「心から体への影響」の具体例を選択する問題(不安がある
と「おなかが痛くなる」を選択した児童)

【通過率 39.1％】

「日常生活において認識しにくい内容」に関する問題例
（別紙３参照）

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育(保健領域)）

○健康によい環境を整えることについての説明から、正し
い説明を選択する問題を出題。【通過率 93.９％】

○「自転車転倒事故の発生原因となった、人の行動とまわ
りの環境」を選択する問題を出題。

人の行動 【通過率 93.1％】
まわりの環境【通過率 90.7％】

「健康・安全に関する基礎的な内容」に関する問題例
（別紙１参照）

○生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を育成することができるよ
う、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう
力、人間性等」に対応した目標、内容に改善する。

○自己の健康の保持増進や回復等に関する内容を明確化し、「技能」に関連
して心の健康、けがの防止の内容の改善を図るとともに、運動領域との一
層の関連を図った内容等について改善する。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

「健康の原則や概念と具体的な生活・行動とを結び付けて
思考・判断し、表現する力の育成」に関する問題例

（別紙４参照）

〇「知識及び技能」の習得の観点から、身近な生活における健康・安全に関
する基礎的な内容については、相当数の児童ができている設問があるが、
日常生活において認識しにくい内容については、課題があると考えられる
設問がある。

〇「思考力、判断力、表現力等」の育成の観点から、保健の授業で学んだ内
容を分類・選択することについては相当数の児童ができている設問がある
一方、健康の原則や概念と具体的な生活・行動とを結び付けて考えること
については、課題があると考えられる設問がある。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

〇指導上の改善点
・健康・安全に関する基礎的な内容を踏まえ、日常生活において認識しに
くい内容について、より理解を深めることができるような指導を重視

・生活経験や学習を通してもっている知識と、保健の授業で新たに学んだ
ことを比較したり、関連付けたりすることができるような指導を重視

・身近な健康情報から課題を発見し、解決する方法を選択したり、その理
由を説明したりすることができるような指導を重視

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト小学校/保健）

「授業で学んだ内容を分類・選択すること」に関する問題例
（別紙２参照）

15



16

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育(保健領域)）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育(保健領域)）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育(保健領域)）
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令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（体育(保健領域)）



令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査
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20
（出典）令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査 第６学年回答 一部抜粋



令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査

（出典）令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査 第６学年回答 一部抜粋
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令和５年度 中学校学習指導要領実施状況調査の結果について（保健体育（体育分野））《速報版》

○豊かなスポーツライフを実現する基礎を培うことを重視し、資質・能力の三
つの柱ごとの指導内容の一層の明確化を図る。

○共生の視点を重視し、体力や技能の程度、性別や障害の有無等にかかわらず、
運動やスポーツの多様な楽しみ方を共有することができるよう指導内容の充
実を図る。

１．平成29年学習指導要領の改訂の主なポイント

【実技調査】

○「提示された動きのポイントやつまずきの事例を参考に、仲間の課
題や出来映えを伝えること(行い方)」【通過率 93.8％】

○一人一人の違いに応じた課題や挑戦及び修正などを認めようとする
こと【通過率 81.5％】

〇「学びに向かう力、人間性等」のうち、公正、協力、参画、共生、健康・安
全に関する態度の理解については、相当数の生徒ができている。

〇 「知識及び技能（運動）」の、「体の動かし方や行い方」の理解や「思考力、
判断力、表現力等」の知識を活用して課題を発見したり解決策を選択したり
することなどに課題のある設問が見られる。

〇実技調査については、ペーパーテストでは課題の見られた項目も含め、ほと
んどの問題で相当数の生徒ができている。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・「学びに向かう力、人間性等」については、体育分野においては具体的な
指導内容が示されており、引き続きこれらの指導の充実を図る。

・知識については、具体的な知識（「何を」「どのように」）と汎用的な知
識（「何のために」「なぜ」）を関連させた指導の一層の充実を図る。

・運動実践につながる態度(共生)に関する「思考力、判断力、表現力等」に
ついては、指導場面や指導方法の充実を図る。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト・実技 中学校/保健体育(体育分野)）

器械運動（マット運動）の「(体の動かし方や運動の行い方
に関する)思考力、判断力、表現力等」に関する調査内容例
（別紙４参照）

球技（ゴール型）の「学びに向かう力、人間性等(共生)」に
関する調査内容例（別紙４参照）

○「一人一人の違いに応じた課題や挑戦及び修正などを認めようとす
ること」について適切な行動を選ぶ問題を出題【通過率 84.2％】

球技の「学びに向かう力、人間性等(共生)」の理解に関する
問題例（別紙１参照）

○「体ほぐしの運動」のねらいに応じた行い方として不適切なものを
選ぶ問題を出題【通過率 31.6％】

○「体力や技能の程度，性別等の違いを踏まえて，仲間とともに楽し
むための練習やゲームを行う方法を見付け，仲間に伝えること(共生
の思考・判断・表現)」という課題についての意見交換で、課題の解
決に適切な意見を選ぶ問題を出題【通過率 46.3％】

球技の「(運動実践につながる態度に関する)思考力、判断
力、表現力等」に関する問題例（別紙３参照）

体ほぐしの運動の「知識及び運動」の理解に関する問題例
（別紙２参照）
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「日常生活において認識しにくい内容」に関する問題例
                                                                             （別紙４参照）

〇心肺蘇生法の胸骨圧迫における、具体的な実施方法を選択する問題
を出題

圧迫する深さ【通過率 49.7％】
圧迫のテンポ【通過率 31.6％】

令和５年度 中学校学習指導要領実施状況調査の結果について（保健体育（保健分野））《速報版》

「健康・安全に関する基礎的な内容」に関する問題例
（別紙１・２参照）

〇予防接種に関する説明の中から、正しいものを選択する問題を出題
  【通過率 91.7％】

〇緊急地震速報に関する説明の中から、正しいものを選択する問題を
出題  【通過率 83.0％】

○生涯にわたって健康を保持増進する資質・能力を育成することができるよ
う、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう
力、人間性等」に対応した目標、内容に改善する。

○自他の健康の保持増進や回復等に関する内容を明確化し、「技能」に関連
して傷害の防止の内容の改善を図るとともに、体育分野との一層の関連を
図った内容等について改善する。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

〇「知識及び技能」の習得の観点から、個人生活における健康・安全に関す
る基礎的な内容については、相当数の生徒ができているものの、日常生活
において認識しにくい内容については、課題があると考えられる設問があ
る。

〇「思考力、判断力、表現力等」の育成の観点から、保健の授業で学んだ内
容に基づき適切な行動を選択することについては相当数の生徒ができてい
るものの、健康の原則や概念と具体的な生活行動とを結び付けて考えるこ
とについては、誤答にも留意する必要があると考えられる。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

〇指導上の改善点
・健康・安全に関する基礎的な内容を踏まえ、日常生活において認識しに
くい内容について、より理解を深めることができるような指導を重視。

・生活経験を通してもっている知識について、科学的なデータや根拠に基
づき、概念的な理解を深めることができるような指導を重視。

・健康の原則や概念と具体的な生活行動とを結び付けて考えることができ
るような指導を重視。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査問題例（ペーパーテスト 中学校/保健体育（保健分野））

「保健の授業で学んだ内容に基づき適切な行動を選択するこ
と」に関する問題例（別紙３参照）

〇感染症の予防に関する事例から、適切な行動を選択する問題を出題
【通過率 93.3％】

一定程度の生徒はできているが、誤答にも留意する必要があ
る問題例（別紙５・６参照）

〇がんの特徴について正しいものを選択する問題を出題
「異常な細胞が増殖する病気」を選択【通過率 62.5%】
ただし誤答として、「５人に１人くらいがかかる病気」を29.4%が
選択

〇薬を飲む量に関する資料を読み取り、過剰な使用による健康課題に
ついて誤っているものを選択する問題を出題
「主作用が適度にあらわれる」を選択【通過率 60.8%】
ただし誤答として、「生命に危険がある」を14.7%、「過度の主作用」
を12.4%、「副作用が現れやすい」を11.9%がそれぞれ選択
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２．体育科・保健体育科の
指導体制



教員免許制度の概要
令和４年7月28日現在

35（出典）総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室作成



教員の平均年齢の推移（本務教員）

（出典）令和４年度学校教員統計調査の結果をもとにスポーツ庁作成
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○小学校で常勤の体育専科教員を配置している学校の割合は8.3%（令和7年度）
○小学校における教員の平均年齢は、男性教員で42.6歳、女性教員で41.7歳（令和4年度）
○小学校で体育の指導を補助する外部人材を配置している学校の割合は39.8%（令和7年度）

小学校における体育の指導体制について

（出典）「学校教員統計調査」
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（出典）「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
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※本務教員のうち主幹
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を元に算出した推計値

（出典）令和4年度「学校教員統計調査」の結果をもとにスポーツ庁作成 （出典）令和7年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

外部人材活用状況（運動領域別）

37



○中学校における教員の平均年齢は、男性教員で43.4歳、女性教員で42.4歳（令和4年度）
○中学校で体育の指導を補助する外部人材を配置している学校の割合は33.6%（令和7年度）

中学校における保健体育の指導体制について

（出典）「学校教員統計調査」
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・ 「その他」は，教育職員免許法附則第2項に該当する者並びに特別免許状

         及び臨時免許状の所有者。
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（出典）令和7年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」 38



○高等学校における教員の平均年齢は、男性教員で46.5歳、女性教員で43.9歳（令和4年度）

高等学校における保健体育の指導体制について

（出典）「学校教員統計調査」
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運動領域ごとの外部人材活用状況の推移

（出典）全国体力・運動能力、運動習慣等調査

運動領域 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

体つくり運動 8.5% ー 9.1% 7.8% 7.4% 8.9% 8.8%

器械運動 3.8% ー 3.9% 3.6% 3.1% 2.9% 2.7%

陸上競技 6.3% ー 6.9% 5.7% 6.3% 6.4% 5.7%

水泳 10.8% ー 10.6% 13.0% 12.8% 14.0% 15.5%

球技 9.7% ー 11.2% 9.2% 9.3% 11.7% 12.5%

武道 44.1% ー 43.9% 37.2% 34.1% 31.0% 27.5%

ダンス 25.5% ー 25.4% 24.8% 23.6% 24.0% 23.3%

体育理論 2.5% ー 3.3% 2.4% 2.9% 2.2% 2.2%

保健 31.7% ー 31.2% 36.3% 40.6% 42.2% 45.3%
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陸上運動系 31.0% ー 32.4% 29.8% 29.5% 29.2% 28.1%

水泳運動系 50.4% ー 36.5% 44.3% 46.1% 47.5% 46.1%

ボール運動系 28.6% ー 30.8% 29.7% 33.1% 33.1% 35.7%

表現運動系 15.7% ー 15.5% 14.7% 14.4% 13.9% 14.6%

保健 10.2% ー 6.3% 8.0% 6.4% 6.2% 7.9%
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（出典）令和６年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査



３．体育・保健体育等に関する
調査結果等



令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果



令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要

46

令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果



令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

「体育・保健体育の授業で、運動やスポーツが苦手な児童な児童生徒いる場合にどのよ
うな取組をしているか」



令和６年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の概要
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令和７年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

体育・保健体育の授業におけるICTの活用頻度

体育/保健体育の授業でICTを活用している場合、どのように活用していますか。（複数回答可）
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20歳以上のスポーツ実施率の状況（成人・障害のある人）
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※第３期スポーツ基本計画（R5年度～8年度）においては、「成人のスポーツ実施率」は「20歳以上のスポーツ実施率」を用いて評価することとしている。
※運動・スポーツ種目については、スポーツの捉え方に関するその時々の状況を踏まえて検討をしている。

第３期スポーツ基本計画の目標

成 人
障害のある人（成 人）
障害のある人（若年層）

：週1回以上のスポーツ実施率 70%
：週1回以上のスポーツ実施率 40%程度
：週1回以上のスポーツ実施率 50%程度

＜出典＞成人：スポーツ庁 「スポーツの実施状況等に関する世論調査」（平成28年度から）
障害のある人（成人）、（若年層）：「障害者のスポーツ参加促進に関する調査研究」（平成25年度から令和２年度まで） 「障害児・者のスポーツライフに関する調査研究」（令和３年度から）
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年代別の運動・スポーツの実施時間

55
※令和７年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣／スポーツ庁

※「学生」の年齢範囲：18歳～24歳

※   の大きさは、実施者数を表現したもの
※図中の縦線及び横線は、中央値を示している

○20歳以上の１週間あたりの運動・スポーツ実施時間の中央値は、69.0分
（男性90.0分、女性59.8分）となっている。

○性年代別にみると、男女ともに20代～50代の子育て・働き盛り世代と、
60代以上の世代で大きな差があり、特に20代～50代女性の運動・スポーツ
実施時間が１週間あたり30～40分程度と顕著に短く、同世代の男性と比べ
ても半分程度にとどまっている。

高頻度・短時間

高頻度・長時間

低頻度・短時間 低頻度・短時間
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する のみ
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みる のみ

25.6％
（6.2点）

※令和７年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣／スポーツ庁

○ 20歳以上の週１日以上の「運動・スポーツ実施率」（スポーツ実施率）は、51.7％、週１日以上の「運動・スポーツ

を実施したいと思う者の割合」（スポーツ実施希望率）は、63.3％と11.6ポイントの乖(かい)離がみられる。

○ 特に40代～50代女性では、それぞれ14.3ポイント、14.2ポイントとその乖(かい)離が大きい。

年代別のスポーツ実施率とスポーツ実施希望率
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※「学生」の年齢範囲：18歳～24歳
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※週に1日以上

参画率割合（幸福感得点）

例）○.○％（○.○点）

（R6：80.6%）

（R6：19.4%）
※「する」の割合は、「この1年間に運動やスポーツを実施した日数」で週１日以上と回答した者の割合
※「みる」の割合は、“直接現地で”または“テレビやインターネットで”のいずれかを観戦した者の割合
※「ささえる」の割合は、「運動・スポーツをささえる活動」で「行っていない」と「わからない」を除いた割合

国民のスポーツ参画状況（する・みる・ささえる）と幸福感

スポーツへの参画の仕方によって幸福感に
差があり、複合的な参画ほど幸福感が高ま
る傾向がみられ、「する・みる・ささえ
る」すべてに参画した者は、日常生活の幸
福感（7.7 点／10 点満点）が最も高い。

※令和７年度｢スポーツの実施状況等に関する世論調査｣／スポーツ庁



令和５年度におけるがん教育の実施状況調査の結果

外部講師を活用したがん教育の実施状況（学校段階別）

学習指導要領（中学校及び高等学校の保健体育科）に
「がんについて取り扱う」ことを明記

○ 中学校 ：平成29年３月改訂
令和３年度全面実施

○ 高等学校：平成30年３月改訂
令和４年度入学生より年次進行で実施

10.6%

16.4%

11.2%

0% 5% 10% 15%

小学校

中学校

高等学校

(+1.7)

(+1.1)

(-0.5)

１．外部講師活用状況

全体
12.5%
(+1.1)

※(    )は令和４年度比

調査対象：全国の学校（国公私立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校）
調査対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日
回答総数：35,883校

１．外部講師を活用したがん教育の実施状況について
「実施した」と回答した学校数は、4,459校（12.5%）であった。令和４年度は4,091校（11.4％）であり、

1.1％上昇した。

２．外部講師を活用しなかった理由について
外部講師を活用しなかった理由について、「指導時間が確保できなかった」と回答した学校数が14,345校
（45.8%）、「適当な講師がいなかった」が6,947校（22.2%）」、「講師謝金等の経費が確保できなかっ
た」が3,703校（11.8%）、「その他」が10,574校（33.7%）であった。

３．活用した外部講師の職種について
外部講師を活用してがん教育を実施した学校が活用した外部講師の職種は、「医師」と回答した学校が
1,846校（41.5%）、「がん経験者」が1,135校（25.5%）であった。
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平均値 12.5%

全体

平均値 10.6%

小学校

平均値 16.4%

中学校

平均値 11.2%

高等学校

令和５年度におけるがん教育の実施状況調査の結果（都道府県別）

※割合（％）の分母は、回答した全ての学校数

令和５年度に外部講師を活用したがん教育を実施した学校の割合（国公私立）

参考
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(+1.9)

(+4.1)

(+4.6)

(+2.0)

３．外部講師の職種
活用した外部講師の職種 （複数回答可）

２．外部講師を活用しなかった理由
外部講師を活用しなかった理由（複数回答可）

22.2%

11.8%

45.8%

8.4%

33.7%

0% 20% 40% 60%

適当な講師がいなかった

講師謝金等の経費が確保できなかった

指導時間が確保できなかった

医療従事者やがん患者・経験者等が

参画・出演して作成された

資料や動画等を活用したため

その他

医師41.5%

19.2%

7.8%

14.5%

12.2%

11.1%

11.1%

25.5%

2.3%
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7.0%
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がん専門医

学校医

その他の医師
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がん罹患者の家族等

がん関連団体等職員

保健所職員

大学教員等

その他

60



精神疾患を有する外来患者数の推移

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf

精神保健医療福祉の現状等について（厚生労働省）

61

https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf


青少年による一般医薬品の濫用

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001230826.pdf

一般用医薬品の濫用に対する取組について（厚生労働省）

62

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001230826.pdf


梅毒報告数の推移

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html 63

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html


年代別にみた梅毒報告数（2024年）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html 64

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html


HIV感染者およびAIDS患者の年間新規報告数の推移

https://api-net.jfap.or.jp/status/japan/data/2023/nenpo/r05gaiyo.pdf
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https://api-net.jfap.or.jp/status/japan/data/2023/nenpo/r05gaiyo.pdf
https://api-net.jfap.or.jp/status/japan/data/2023/nenpo/r05gaiyo.pdf
https://api-net.jfap.or.jp/status/japan/data/2023/nenpo/r05gaiyo.pdf
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４．体育・保健体育等に関する
動向等



スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の
一部を改正する法律の概要

スポーツ基本法の制定から14年、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化。健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活
性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、
ウェルビーイングの向上に向け、スポーツ権の実質化を図る観点から、所要の改正を行う。

趣 旨

１．スポーツ基本法

一 前文
⑴スポーツに親しむことのできる機会の確保等（※基本理念にも規定）
⑵多様な国民一人一人の生きがい 及び幸福の実現等（〃）
⑶スポーツと文化芸術等の他の分野との連携
⑷スポーツの果たす役割における、いわゆる「する」「見る」「支える」

       「集まる」「つながる」の明示

二 基本理念
⑴スポーツによる地域振興の推進
⑵スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現
⑶スポーツによる共生社会の実現
⑷国際的な規模のスポーツの競技会の例示の追加

三 スポーツ団体の努力等
・スポーツ団体は、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めるもの

     とすること。
・国等が連携を図る関係者として、スポーツ、文化芸術その他の分野の民間事業者

     の明記

四 地方スポーツ推進計画
・都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記
・スポーツに関連する他の計画と一体のものとして定めることができる旨の追加

概 要

２．スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律

国等が連携を図る関係者として、「一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構」を位置付ける｡概 要

五 基本的施策
１ スポーツの推進のための基礎的条件の整備等
⑴まちづくりとの一体的なスポーツ施設の整備等（スポーツコンプレックス）
⑵スポーツ事故の防止等に係るスポーツの実施のための環境整備及び気候の変
動への対応についての留意
⑶スポーツに関する諸科学の例示の追加
⑷スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の整備等
⑸部活動の地域展開等をはじめとする発達段階に応じたスポーツの推進等
⑹スポーツ産業の事業者が果たす役割の明示等

２ 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備
⑴多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保（スポーツホスピタリティ）
⑵情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実（eスポーツ）

３ 全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定についての所要の改正
⑴名称の変更（全国パラスポーツ大会等）
⑵国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会の意義の明示等
⑶国際競技大会の我が国への招致等の適正の確保
⑷企業等が果たす役割の明示

４ スポーツの公正及び公平の確保等
⑴暴力等の防止
⑵スポーツに係る競技の不正な操作等の防止
⑶ドーピング防止活動の推進
⑷スポーツの公正の確保等のための具体的な役割を担うスポーツ団体の組織運営
に関する指導等の状況についての報告等

六 スポーツの振興のために必要な資金等
スポーツの振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等
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中学生世代の人口数は4月1日時点において12～14歳の者の数
厚生労働省作成「人口動態統計」月報（2023年４月）」により算出するとともに、将来の出生者数について、国立社会保障・人口政策研究所作成「日本の将来
推計人口（令和５年推計）詳細結果表」の「１．出生中位（死亡中位）推計」）を基に算出。

⚫ 学校数の減少、それ以上に進む少子化で生徒数／学校はさらに小さくなる中、部活動は持続困難

部活動改革の背景（少子化・人口減少の加速化）

（年）
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中学生世代の今後の人口動向の推計
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2023年～2033年の10年間で
約２割、60万人強が減
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（出典）（公財）日本中学校体育連盟「加盟校・加盟生徒数調査」の調査結果を元に作成

競技 H25 R5

バスケットボール 315,354 284,551

ソフトテニス 371,121 278,750

卓球 238,854 220,288

バレーボール 211,259 209,216

陸上競技 226,692 199,969

サッカー 258,291 157,170

軟式野球 245,219 133,725

バドミントン 127,239 132,512

剣道 98,913 68,026

水泳競技 48,358 34,879

テニス 42,883 34,668

ハンドボール 32,205 26,745

ソフトボール 50,418 26,242

柔道 35,809 23,131

弓道 12,269 11,451

ラグビー 7,152 5,887

体操競技 6,387 4,115

新体操 4,825 3,202

空手 2,315 2,176

スキー 2,641 1,918

ホッケー 1,545 1,434

アーチェリー 763 766

なぎなた 834 696

相撲 1,343 655

スケート 550 467

アイスホッケー 500 395

レスリング 96 140

フィギュア 51 22

合計 2,343,886 1,863,196

H25との比較
増減率 増減

-9.77% -30,803

-24.89% -92,371

-7.77% -18,566

-0.97% -2,043

-11.79% -26,723

-39.15% -101,121

-45.47% -111,494

4.14% 5,273

-31.23% -30,887

-27.87% -13,479

-19.16% -8,215

-16.95% -5,460

-47.95% -24,176

-35.40% -12,678

-6.67% -818

-17.69% -1,265

-35.57% -2,272

-33.64% -1,623

-6.00% -139

-27.38% -723

-7.18% -111

0.39% 3

-16.55% -138

-51.23% -688

-15.09% -83

-21.00% -105

45.83% 44

-56.86% -29

-20.51% -480,690
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幼児期運動指針（抜粋）

幼児期における運動の意義
幼児は心身全体を働かせて様々な活動を行うので、心身の様々な側面の発達にとって必要な経験が相互に関連し合い積み重ねら
れていく。このため、幼児期において、遊びを中心とする身体活動を十分に行うことは、多様な動きを身に付けるだけでなく、心肺機能や
骨形成にも寄与するなど、生涯にわたって健康を維持したり、何事にも積極的に取り組む意欲を育んだりするなど、豊かな人生を送るた
めの基盤づくりとなることから、以下のような様々な効果が期待できる。

（1） 体力・運動能力の向上
体力は人間の活動の源であり、健康の維持のほか、意欲や気力といった精神面の充実にも大きくかかわっており、人が生きていくため
に重要なものである。特に幼児期は、神経機能の発達が著しく、タイミングよく動いたり、力の加減をコントロールしたりするなどの運動を
調整する能力が顕著に向上する時期である。この能力は、新しい動きを身に付けるときに重要な働きをする能力であるとともに、周りの
状況の的確な判断や予測に基づいて行動する能力を含んでおり、けがや事故を防止することにもつながる。このため、幼児期に運動を
調整する能力を高めておくことは、児童期以降の運動機能の基礎を形成するという重要な意味を持っている。
また、日ごろから体を動かすことは、結果として活動し続ける力（持久力）を高めることにもつながる。

（2）健康的な体の育成
幼児期に適切な運動をすると、丈夫でバランスのとれた体を育みやすくなる。特に運動習慣を身に付けると、身体の諸機能における発
達が促されることにより、生涯にわたる健康的で活動的な生活習慣の形成にも役立つ可能性が高く、肥満や痩身を防ぐ効果もあり、
幼児期だけでなく、成人後も生活習慣病になる危険性は低くなると考えられる。また、体調不良を防ぎ、身体的にも精神的にも疲労
感を残さない効果があると考えられる。

（3）意欲的な心の育成
幼児にとって体を動かす遊びなど、思い切り伸び伸びと動くことは、健やかな心の育ちも促す効果がある。また、遊びから得られる成功
体験によって育まれる意欲や有能感は、体を活発に動かす機会を増大させるとともに、何事にも意欲的に取り組む態度を養う。

（4）社会適応力の発達
幼児期には、徐々に多くの友達と群れて遊ぶことができるようになっていく。その中でルールを守り、自己を抑制し、コミュニケーションを取
り合いながら、協調する社会性を養うことができる。

（5）認知的能力の発達
運動を行うときは状況判断から運動の実行まで、脳の多くの領域を使用する。すばやい方向転換などの敏捷な身のこなしや状況判
断・予測などの思考判断を要する全身運動は、脳の運動制御機能や知的機能の発達促進に有効であると考えられる。
幼児が自分たちの遊びに合わせてルールを変化させたり、新しい遊び方を創り出したりするなど、遊びを質的に変化させていこうとするこ
とは、豊かな創造力も育むことにもつながる。

80（平成24年３月・文部科学省）



幼児期に外遊びをよくしていた小学生は、日常的に運動し、体力も高い。

（出典）令和元年度スポーツ庁「体力・運動能力調査」

幼児期の運動遊びと運動能力等との相関

入学前の外遊びの実施状況別に見た運動・スポーツ実施状況（10歳）

入学前の外遊びの実施状況別に見た新体力テスト合計点（10歳）
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保護者のフィジカルリテラシーと子供の運動能力・心理的健康との相関

フィジカルリテラシーが高い保護者の子どもはたくさん活発な遊びをしている。

82

低 P L 高

低 P L 高 低 P L 高

低 P L 高

（出典）令和6年度幼児期からの運動習慣形成プロジェクト全国シンポジウム「全国調査結果の報告」（順天堂大学）をもとにスポーツ庁作成



（出典）令和6年度幼児期からの運動習慣形成プロジェクト全国シンポジウム「全国調査結果の報告」（順天堂大学）をもとにスポーツ庁作成

保護者のフィジカルリテラシーと子供の運動能力・心理的健康との相関

保護者のフィジカルリテラシーは、子供の運動
能力・心理社会的健康と関連する
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趣 旨
「性犯罪・性暴力対策の強化の方針」（令和2年6月「性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議」決定）に基づき、内閣府・文

部科学省が連携し、有識者の意見も踏まえ、「生命（いのち）の安全教育」のための教材及び指導の手引きを作成。これにより、性犯罪・

性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための教育を推進。

「生命（いのち）の安全教育」教材・指導の手引き等について

教材・指導の手引き等の内容

・発達段階に応じた、「生命（いのち）を大切にする」「加害者にならない」「被害者にならない」「傍観者にならない」ための教材等を作成
・具体的には、生命の尊さを学び、性暴力の根底にある誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解した上で、生命を大
切にする考えや、自分や相手、一人一人を尊重する態度等を、発達段階に応じて身に付けることをめざす。
・また、各段階に応じたねらいや展開、児童生徒から相談を受けた場合の対応のポイント、指導上の配慮事項、障害のある児童生徒への指
導方法の工夫、保護者への対応等を示した指導の手引きを作成。
・教材動画、教員研修用動画を作成。

【幼児期】
・「水着で隠れる部分」は自分だけの大切なところ

・相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない

・いやな触られ方をした場合の対応 等

【小学校】
・「水着で隠れる部分」は自分だけの大切なところ

・相手の大切なところを、見たり、触ったりしてはいけない

・いやな触られ方をした場合の対応

・ＳＮＳを使うときに気を付けること（高学年） 等

【中学校】
・自分と相手を守る「距離感」について。

・性暴力とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害の例示）

・性暴力被害に遭った場合の対応 等

【高校】
・自分と相手を守る「距離感」について。

・性暴力とは何か（デートＤＶ、ＳＮＳを通じた被害、

  セクハラの例示）

・二次被害について

・性暴力被害に遭った場合の対応 等

【高校卒業前、大学、一般（啓発資料）】
・性暴力の例、実態

・身近な被害実態

・性暴力が起きないようにするためのポイント

・性暴力被害に遭った場合の対応・相談先 等

（教材の主な内容）

【特別支援教育】
・小学校等向けの教材を活用しつつ、障害の状態を踏まえ教材を工

夫して実施。

・児童生徒の発達段階や障害の状態等に応じた個別指導を実施。

特

各段階の教材・指導の手引き、下記のサイトよりダウンロードできます。教材動画、教員研修用動画も下記サイトより視聴できます。
教育委員会や学校における研修や授業等において、本教材を投影したり配布したりするなどして、御活用いただけます。
文部科学省ホームページ「性犯罪・性暴力対策の強化について」（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html
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５．その他



昭和33～
35年改訂

教育課程の基準としての性格の明確化
（道徳の時間の新設、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等） （系統的な学習を重視）

（実施）小学校：昭和３６年度、中学校：昭和３７年度、高等学校：昭和３８年度（学年進行）

昭和43～
45年改訂

教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）
（時代の進展に対応した教育内容の導入） （算数における集合の導入等）

（実施）小学校：昭和４６年度、中学校：昭和４７年度、高等学校：昭和４８年度（学年進行）

昭和52～
53年改訂

ゆとりある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化
（各教科等の目標・内容を中核的事項に絞る）

（実施）小学校：昭和５５年度、中学校：昭和５６年度、高等学校：昭和５７年度（学年進行）

平成元年
改訂

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
（生活科の新設、道徳教育の充実）

（実施）小学校：平成４年度、中学校：平成５年度、高等学校：平成６年度（学年進行）

平成10～
11年改訂

基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生きる力」の育成
（教育内容の厳選、「総合的な学習の時間」の新設）

（実施）小学校：平成１４年度、中学校：平成１４年度、高等学校：平成１５年度（学年進行）

平成１５年
一部改正

学習指導要領のねらいの一層の実現（例：学習指導要領に示していない内容を指導できることを明確
化、個に応じた指導の例示に小学校の習熟度別指導や小・中学校の補充・発展学習を追加）

平成20～
21年改訂

「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力等の育成のバランス
（授業時数の増、指導内容の充実、小学校外国語活動の導入）

（実施） 小学校：平成２３年度、中学校：平成２４年度、高等学校：平成２５年度（年次進行）
※小・中は平成２１年度、高は平成２２年度から先行実施

平成２７年
一部改正

道徳の「特別の教科」化 「答えが一つではない課題に子供たちが道徳的に向き合い、考え、議論す
る」道徳教育への転換（実施）小学校：平成３０年度、中学校：令和元年度

平成29～
30年改訂

「生きる力」の育成を目指し資質・能力を三つの柱(※)で整理、社会に開かれた教育課程の実現
※「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」 （「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）の
視点からの授業改善、カリキュラム・マネジメントの推進、小学校外国語科の新設等）

(実施)小学校：令和2年度、中学校：令和3年度、高等学校：令和4年度(年次進行)※小・中は平成30年度、高は令和元年度から先行実施

学習指導要領の変遷
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主体的･対話的で深い学び（「アクティブ・
ラーニング」）の視点からの学習過程の改善

主体的な学び

深い学び

対話的な学び

新しい時代に必要となる資質･能力の育成と、学習評価の充実
  

新しい時代に必要となる資質･能力を踏まえた
教科･科目等の新設や目標･内容の見直し

何を学ぶか どのように学ぶか

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む

「社会に開かれた教育課程」の実現

現行学習指導要領の考え方

何ができるようになるか

生きて働く知識･技能の習
得など、新しい時代に求
められる資質･能力を育成

知識の量を削減せず、質
の高い理解を図るための
学習過程の質的改善

小学校の外国語教育の教科化、高校の新科目「公共」の
新設など

各教科等で育む資質･能力を明確化し、目標や内容を構造
的に示す

各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現
  

未知の状況にも対応できる
思考力・判断力・表現力等の育成

生きて働く知識・技能の習得

学びを人生や社会に生かそうとする
学びに向かう力・人間性等の涵養
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「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことで、学校教育における質の高い学びを実現し、学習
内容を深く理解し、資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続けるようにすること

学びを人生や社会に
生かそうとする
学びに向かう力・
人間性等の涵養

生きて働く
知識・技能の

習得

未知の状況にも
対応できる

思考力･判断力･表現力
等の育成

【主体的な学び】の視点
学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャ
リア形成の方向性と関連付けながら、見通し
を持って粘り強く取り組み、自己の学習活動
を振り返って次につなげる「主体的な学び」
が実現できているか。

【対話的な学び】の視点
子供同士の協働、教職員や地域の人との対話、先
哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ、自己
の考えを広げ深める「対話的な学び」が実現できて
いるか。

【深い学び】の視点
習得・活用・探究という学びの過程の中で、各

教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせ
ながら、知識を相互に関連付けてより深く理解し
たり、情報を精査して考えを形成したり、問題を
見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に
創造したりすることに向かう「深い学び」が実現
できているか。

主体的・対話的で深い学びの実現
（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）について（イメージ）
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○ 学校教育法（昭和22年法律第26号）

第３０条 （略）

② 前項の場合においては，生涯にわたり学習する基盤が培われるよう，①基礎的な知識

及び技能を習得させるとともに，②これらを活用して課題を解決するために必要な思考

力，判断力，表現力その他の能力をはぐくみ，③主体的に学習に取り組む態度を養うこ

とに，特に意を用いなければならない。

○ 中学校学習指導要領（平成29年文部科学省告示第64号）前文

教育課程を通して，これからの時代に求められる教育を実現していくためには，よりよ

い学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し，それぞれの

学校において，必要な学習内容をどのように学び，どのような資質・能力を身に付けられ

るようにするのかを教育課程において明確にしながら，社会との連携及び協働によりそ

の実現を図っていくという，社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。

資質・能力の３つの柱と社会に開かれた教育課程

資質・能力の３つの柱に関する関連条文

「社会に開かれた教育課程」について

※小学校、高等学校も同旨
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各教科等の特質に応じた見方・考え方（中学校の例）
※中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 ＜抄＞

言葉による見方・考え方
対象と言葉、言葉と言葉との関係を、言葉の意味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直したりして、言葉への自覚を
高めること。

社会的事象の地理的な見
方・考え方

社会的事象を、位置や空間的な広がりに着目して捉え、地域の環境条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中で、
人間の営みと関連付けること。

社会的事象の歴史的な見
方・考え方

社会的事象を、時期、推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にしたり、事象同士を因果関係などで関連付けたり
すること。

現代社会の見方・考え方
社会的事象を、政治、法、経済などに関わる多様な視点（概念や理論など）に着目して捉え、よりよい社会の構築に向けて、
課題解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関連付けること。

数学的な見方・考え方 事象を、数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論理的、統合的・発展的に考えること。

理科の見方・考え方
自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けたりす
るなどの科学的に探究する方法を用いて考えること。

音楽的な見方・考え方
音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、自己のイメージや感情、生
活や社会、伝統や文化などと関連付けること。

造形的な見方・考え方 感性や想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、自分としての意味や価値をつくりだすこと。

体育の見方・考え方
運動やスポーツを、その価値や特性に着目して、楽しさや喜びとともに体力の向上に果たす役割の視点から捉え、自己の適
性等に応じた『する・みる・支える・知る』の多様な関わり方と関連付けること。

保健の見方・考え方
個人及び社会生活における課題や情報を、健康や安全に関する原則や概念に着目して捉え、疾病等のリスクの軽減や生活の
質の向上、健康を支える環境づくりと関連付けること。

技術の見方・考え方
生活や社会における事象を、技術との関わりの視点で捉え、社会からの要求、安全性、環境負荷や経済性等に着目して技術
を最適化すること。

生活の営みに係る見方・
考え方

家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係る生活事象を、協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継承・創造、持続可
能な社会の構築等の視点で捉え、よりよい生活を営むために工夫すること。

外国語によるコミュニ
ケーションにおける見
方・考え方

外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にある文化を、社会や世界、他者との関わりに着目して捉え、コミュニ
ケーションを行う目的や場面・状況等に応じて、情報を整理しながら考えなどを形成し、再構築すること。

探究的な見方・考え方
各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実生活の文脈や
自己の生き方と関連付けて問い続けること。

集団や社会の形成者とし
ての見方・考え方

各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、集団や社会における問題を捉え、よりよい人間関係の形成、よりよい
集団生活の構築や社会への参画及び自己の実現と関連付けること。
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（出典）幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント 91

平成29年改訂 幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂ポイント



（出典）幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂のポイント 92

平成29年改訂 幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の改訂ポイント



93

平成30年改訂 高等学校学習指導要領の改訂のポイント



（出典）高等学校学習指導要領等の改訂のポイント 94

平成30年改訂 高等学校学習指導要領の改訂のポイント



運動領域におけるICT活用の例（小学校）

（文科省ウェブサイト ICT活用指導力の向上事例より） 95



運動領域におけるICT活用の例（中学校）

（文科省ウェブサイト ICT活用指導力の向上事例より） 96



保健領域におけるICT活用の例（小学校）

（文科省ウェブサイト ICT活用指導力の向上事例より） 97



保健領域におけるICT活用の例（中学校）

（文科省ウェブサイト ICT活用指導力の向上事例より） 98



 
令和８年４月１日時点 

 

中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 

体育・保健体育、健康、安全ワーキンググループ 委員名簿 

 

 （敬称略・五十音順） 

 岩佐 知美 高槻市立冠中学校校長 

○ 植田 誠治 聖心女子大学現代教養学部教授 

 宇山 賢 株式会社 Es.relier取締役 

 大井 一雄 札幌市立中央中学校校長 

 岡出 美則 日本体育大学スポーツ文化学部教授 

 大日方 邦子 株式会社電通フェロー 

 柏原 聖子 狛江市教育委員会教育長 

 柏原 奈保 横浜市立南台小学校校長 

 金岡 恒治 早稲田大学スポーツ科学学術院教授 

 斎藤 祐介 神奈川県立総合教育センター体育指導センター指導研究課長 

 佐藤 豊 桐蔭横浜大学スポーツ科学部教授 

 佐藤 若 静岡産業大学准教授 

◎ 友添 秀則 環太平洋大学体育学部教授 

 中村 めぐみ つくば市立みどりの学園義務教育学校副校長 

 日野 克博 愛媛大学教育学部教授 

 藤田 大輔 大阪教育大学特任教授 

 藤原 浩 京都市立太秦小学校校長 

 細川 江利子 埼玉大学教育学部教授 

 前島 光 日本女子体育大学体育学部健康スポーツ学科教授 

 南 雄志 大阪国際大学教授 

 森 良一 東海大学体育学部体育学科教授 

 吉田 伊津美 東京学芸大学大学院教育学研究科(教育実践創成講座)教授・学長補佐 

 渡辺 弘司 公益財団法人日本学校保健会副会長、公益社団法人日本医師会常任理事 

 渡邉 正樹 東京学芸大学特任教授 
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